
Ⅴ−1−①−② 825 ② 825

第 1 章　公園植栽工……………………………Ⅴ- 1 - ① - 1

第Ⅴ編　公　　　園

第
Ⅴ
編　

公　

園



Ⅴ−1−①−②  826 ②  826



Ⅴ−1−①−②  827 ②  827

①　公園植栽工･････････････････････ Ⅴ- 1 - ① -  1
1 　適用範囲･････････････････････ Ⅴ- 1 - ① -  1
2 　施工概要･････････････････････ Ⅴ- 1 - ① -  1
3 　施工歩掛･････････････････････ Ⅴ- 1 - ① -  1
4 　単 価 表･････････････････････ Ⅴ- 1 - ① -  5
5 　参考資料･････････････････････ Ⅴ- 1 - ① -  8

②　公園除草工･････････････････････ Ⅴ- 1 - ② -  1
1 　適用範囲･････････････････････ Ⅴ- 1 - ② -  1
2 　施工概要･････････････････････ Ⅴ- 1 - ② -  1
3 　工法の選定･･･････････････････ Ⅴ- 1 - ② -  2
4 　人力除草･････････････････････ Ⅴ- 1 - ② -  3
5 　機械除草･････････････････････ Ⅴ- 1 - ② -  4
6 　集草，積込・運搬･････････････ Ⅴ- 1 - ② -  4
7 　総合歩掛･････････････････････ Ⅴ- 1 - ② -  5
8 　単 価 表･････････････････････ Ⅴ- 1 - ② -  6

③　公  園  工･･･････････････････････ Ⅴ- 1 - ③ -  1
1 　適用範囲･････････････････････ Ⅴ- 1 - ③ -  1
2 　施工歩掛･････････････････････ Ⅴ- 1 - ③ -  1
3 　単 価 表･････････････････････ Ⅴ- 1 - ③ -  7

公
園
植
栽
工

第 1 章　　公園植栽工



Ⅴ−1−①−②  828 ②  828



②  829 ②  829Ⅴ−1−①−1②  829 ②  829Ⅴ−1−①−1

Ⅴ-1-①-2

３． 施 工 歩 掛 

 ３－１ 植栽工

（１）植栽

 植栽は，配植，植穴掘，植付け，埋戻し，養生までの作業を行うもので，施工歩掛は，次表を標準とする。

なお，中低木は別途考慮する。

表３．１ 植栽歩掛 （100本当り）

形 状 寸 法 （cm）

名 称
（人）

機械運転時間
（h）

運 転 日 数
（日）

土木一般

世 話 役
造 園 工

普 通

作 業 員

トラック
[クレーン装置付]
ベーストラック4t級
吊能力2.9t

小型バックホウ(クローラ型)
標準型・

排出ガス対策型
(第3次基準値) 

山積0.13m3（平積0.1m3）

ラフテレーンクレーン
油圧伸縮ジブ型･

排出ガス対策型
(第1次基準値) 

4.9t吊

高

木

（幹周） 15未満  3.2 16.1  9.6
－

－

－
15以上 25未満  5.4 27.4 9.7 

（16.3）
1.9 

（－）

25以上 40未満  5.0 23.0 14.0 
(55.0) 47.0  2.1 

（－）

40以上 60未満 10.0 44.0 26.0 
(87.0) 57.0  4.8 

（－）

60以上 90未満 16.0 74.0  45.0 
(190.0) － 10.5 

（－） 9.0

（注）１．高木の幹周15cm以上は，機械施工を標準とする。ただし，現場の障害物等により，機械施工が出来な

い場合は,（ ）内の数値を採用する。

２．幹周は，地際より高さ1.2ｍの周囲長とする。なお，幹が枝分かれ（株立樹木）している場合の幹周は，

各々の総和の70％とする。

３．残土を植栽付近に敷均しする歩掛，また，残土として運搬車へ積込む歩掛は，上表に含む。

それ以外の残土処分が必要な場合は，別途計上する。また，運搬歩掛は含まない。

４．支柱設置歩掛は含まない。

５．標準的植穴掘以外の施工は，別途考慮する。

６．現場条件により，上表により難い場合は，別途考慮する。

７．ラフテレーンクレーン，小型バックホウは，賃料とする。

８．上表は根鉢付樹木の標準歩掛であるため，ふるい根の場合は，別途考慮する。

９．本歩掛の埋戻作業には，肥料，土壌改良剤を混合する場合も含まれる。

10．上表には，100ｍ程度の現場内小運搬を含む。
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第１章 公 園 植 栽 工

① 公園植栽工 

１． 適 用 範 囲 

本資料は，公園の植栽作業及び移植作業に適用する。なお，高木とは，樹高３ｍ以上，中低木とは，樹高３ｍ未

満とする。

２．施 工 概 要

  施工フローは、下記を標準とする

地 拵 え

植 付 け

目 土 か け

床 掘 り ， 掘 下 げ

吊 上 げ ， 養 生

根 巻 き

幹 巻 き

埋 戻 し

運 搬

植 栽

配 植

植 穴 掘

植 付 け

埋 戻 し

養 生

支 柱 建 込

支 柱 結 束

準 備

後 片 付 け

準 備 準 備 準 備

後 片 付 け

後 片 付 け

後 片 付 け

（１）植栽工（植栽） （２）植栽工（支柱設置） （３）移植工 （４）地被類植付工

（注）本歩掛で対応しているのは，実線部分のみである。

図２－１ 施工フロー

２．施 工 概 要
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（２）支柱設置

     支柱設置は，建込み，結束からなり，支柱形式別，支柱材料及び歩掛は，次表を標準とする。

表３．２ 支柱材料及び設置歩掛 

名 称 形 状 寸 法 単位

植樹100本当り

二脚鳥居
支  柱
(添木付)

二脚鳥居
支 柱
(添木なし)

三脚鳥居

支  柱

十字鳥居

支  柱

二脚鳥居

組 合せ

八 ｯ 掛
（三脚）
（竹）

八 ｯ 掛
（丸太）
L＝4m

八 ｯ 掛
（丸太）
L＝6～7m

適 用 範 囲 高木（幹周） cm 30未満 20以上
30未満

30以上
60未満

30以上
60未満

40以上
75未満 20未満 20以上

35未満
30以上
75未満

土 木 一 般
世 話 役 人 1.8 1.3 1.8 2.7 3.6 1.3 2.0 3.1 

造 園 工 〃 10.2 7.7 10.2 15.3 20.4 7.4 11.1 17.6 
普通作業員 〃 5.9 4.4 5.9 8.9 11.8 4.3 6.4 10.2 
杉 丸 太 長0.6m×末口6cm 本 100 100 300 300 

〃 〃0.6 × 〃 7.5 〃 100
〃 〃0.75 × 〃 7.5 〃 200 400
〃 〃1.8 × 〃 6 〃 200 200
〃 〃1.8 × 〃 7.5 〃 300 200
〃 〃2.1 × 〃 7.5 〃 200 400
〃 〃4.0 × 〃 6 〃 300
〃 〃6.3 ×中径6 〃 300 

杉 梢 丸 太 〃4.0 ×末口3 〃 100
竹 末口2.5cm 〃 (注)3

諸 雑 費 率 ％ 4 4 3 3 2 6 4 3 
（注）１．諸雑費は，ハンマ，ペンチ，きり，かけや，緑化テープ，しゅろ縄，洋釘，鉄線等の費用であり，労

務費，材料費の合計額に上表の率を乗じた額を上限として計上する。

２．適用範囲外の支柱を用いる場合，又は，現場条件により，上表により難い場合は，別途考慮する。

３．竹は，必要量を計上する。

４．上表には，100ｍ程度の現場内小運搬を含む。
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３． 施 工 歩 掛 

 ３－１ 植栽工

（１）植栽

 植栽は，配植，植穴掘，植付け，埋戻し，養生までの作業を行うもので，施工歩掛は，次表を標準とする。

なお，中低木は別途考慮する。

表３．１ 植栽歩掛 （100本当り）

形 状 寸 法 （cm）

名 称
（人）

機械運転時間
（h）

運 転 日 数
（日）

土木一般

世 話 役
造 園 工

普 通

作 業 員

トラック
[クレーン装置付]
ベーストラック4t級
吊能力2.9t

小型バックホウ(クローラ型)
標準型・

排出ガス対策型
(第3次基準値) 

山積0.13m3（平積0.1m3）

ラフテレーンクレーン
油圧伸縮ジブ型･

排出ガス対策型
(第1次基準値) 

4.9t吊

高

木

（幹周） 15未満  3.2 16.1  9.6
－

－

－
15以上 25未満  5.4 27.4 9.7 

（16.3）
1.9 

（－）

25以上 40未満  5.0 23.0 14.0 
(55.0) 47.0  2.1 

（－）

40以上 60未満 10.0 44.0 26.0 
(87.0) 57.0  4.8 

（－）

60以上 90未満 16.0 74.0  45.0 
(190.0) － 10.5 

（－） 9.0

（注）１．高木の幹周15cm以上は，機械施工を標準とする。ただし，現場の障害物等により，機械施工が出来な

い場合は,（ ）内の数値を採用する。

２．幹周は，地際より高さ1.2ｍの周囲長とする。なお，幹が枝分かれ（株立樹木）している場合の幹周は，

各々の総和の70％とする。

３．残土を植栽付近に敷均しする歩掛，また，残土として運搬車へ積込む歩掛は，上表に含む。

それ以外の残土処分が必要な場合は，別途計上する。また，運搬歩掛は含まない。

４．支柱設置歩掛は含まない。

５．標準的植穴掘以外の施工は，別途考慮する。

６．現場条件により，上表により難い場合は，別途考慮する。

７．ラフテレーンクレーン，小型バックホウは，賃料とする。

８．上表は根鉢付樹木の標準歩掛であるため，ふるい根の場合は，別途考慮する。

９．本歩掛の埋戻作業には，肥料，土壌改良剤を混合する場合も含まれる。

10．上表には，100ｍ程度の現場内小運搬を含む。



②  831 ②  831Ⅴ−1−①−3

Ⅴ-1-①-4

 ３－２ 移植工

    移植工は，掘取，運搬，植栽からなる。

（１）掘取

     掘取は，人力又はバックホウによる床掘り，掘下げ，クレーンによる吊上げ及び養生，根巻き，埋戻しで

あり施工歩掛は，次表を標準とする。

表３．３ 掘取歩掛 （100本当り）

形 状 寸 法 （cm）

名 称
（人）

機械運転時間
（h）

運 転 日 数
（日）

諸雑費率
（％）土 木

一 般
世 話 役

造 園 工
普 通
作 業 員

トラック
[クレーン装置付]
ベーストラック

4t級
吊能力2.9t

小型バックホウ
(クローラ型) 
標準型・

排出ガス対策型
(第3次基準値) 

山積0.13m3（平積0.1m3）

ラフテレーンクレーン
油圧伸縮ジブ型・

排出ガス対策型
(第1次基準値) 

4.9t吊

中

低

木

（樹高） 50未満 0.3 
(0.2)

2.0 
(1.6)

1.6 
(1.6)

－ － －

4 

50以上 100未満 0.4 
(0.3)

2.9 
(2.4)

2.3 
(2.3) 4 

100以上 200未満 0.7 
(0.6)

5.4 
(4.5)

4.5 
(4.5) 5 

200以上 300未満 1.7 
(1.4)

13.0 
(10.0)

11.4 
(11.4) 3 

高

木

（幹周） 15未満 2.0 
(1.7)

10.3 
(8.5)

6.1 
(6.1)

－ －

－

5 

15以上 25未満 4.4 
(3.6)

22.1 
(18.3)

13.2 
(13.2) 5 

25以上 40未満 7.0 
(6.0)

36.0 
(31.0)

13.0 
(13.0)

9.0 
(9.0)

6.4 
(6.4) 7 

40以上 60未満 10.0 
(9.0)

55.0 
(49.0)

21.0 
(21.0)

13.0 
(13.0)

9.1 
(9.1) 7 

60以上 90未満 17.0 
(14.0)

88.0 
(78.0)

34.0 
(34.0) － 14.8 

(14.8)
3.0 
(3.0) 9 

（注）１．上表の（ ）内の数値は，根巻きを行わない場合の歩掛である。

２．あらかじめ根切りを行い埋戻しておき，後日移植する場合は，別途計上する。

３．幹周は，地際より1.2ｍの幹の周囲長とする。なお，幹が枝分かれ（株立樹木）している場合の幹周は，各々

の総和の70％とする。

４．高木の幹周25cm以上は，機械施工を標準とする。

５．高木の幹周25cm以上は，積込み，卸し時間を含む。

６．掘取後の残土は埋戻しとして含むが，不足土量に係る費用が必要な場合は別途計上する。

７．現場条件により，上表により難い場合は，別途考慮する。

８．ラフテレーンクレーン，小型バックホウは，賃料とする。

９．上表は，根鉢付樹木の標準歩掛であるため，ふるい根の場合は，別途考慮する｡

10．諸雑費は，根巻きを行う場合のわらなわ・緑化テープの費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた

金額を上限として計上する。根巻を行わない場合は計上しない。

11．上表には，100ｍ程度の現場内小運搬を含む。
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（２）幹巻き

     幹巻きが必要な場合は，次表を標準とする。

表３．４ 幹巻き歩掛 （100本当り）

形状寸法幹周

（cm）

土木一般世話役

（人）

造 園 工

（人）

普 通 作 業 員

(人)
諸 雑 費 率

（％）

25以上 40未満 1.1  4.9 1.9 15 

40以上 60未満 2.0  8.7 3.4 16 

60以上 90未満 3.2 14.2 5.5 20 

（注）１．幹周は，地際より1.2mの幹の周囲長とする。なお，幹が枝分かれ（株立樹木）している場合の幹周は，

各々の総和の70％とする。

２．現場条件により，上表により難い場合は，別途考慮する。

３．諸雑費は，しゅろ縄・緑化テープの費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限とし

て計上する。

４．上表には，100ｍ程度の現場内小運搬を含む。

Ⅴ-1-①-6

（３）運搬

     樹木運搬歩掛は，次表を標準とする。

表３．５ 運搬歩掛 （100本当り）

形 状 寸 法
（cm） 運 搬 機 械 積 載 量

（本）

運搬距離5kmまでの
運転時間
（h）

5kmを超え5km増す毎に
加算する運転時間

（h）

中

低

木

（樹高） 50未満

トラック
[クレーン装置付] 
ベーストラック

4t積
吊能力2.9t

110 6.6 0.5 
50以上 100未満 50 9.4 1.0 

100以上 200未満 45 11.7 1.1 
200以上 300未満 45 15.0 1.1 

高

木

（幹周） 15未満 20 21.3 2.4 
15以上 25未満 13.3 29.4 3.8 
25以上 40未満 7.7 8.7 8.7 
40以上 60未満 2.5 20.5 20.5 
60以上 90未満 1.0 49.0 49.0 

（注）１．運搬距離が5kmを超える場合は，超えた距離5kmまで毎に，右の欄の値を左の欄の値へ加算する。

２．中低木・高木の幹周25cm未満については，積込み・取卸し時間を含み，幹周25cm以上は，積込み・卸

し時間を含まない。

（４）植栽工

     施工歩掛は，３－１植栽工 表３．１植栽歩掛を適用する。

 ３－３ 地被類植付工

（１）張芝工

     張芝は，地拵え，植付け，目土かけからなり，施工歩掛は，次表を標準とする。

表３．６ 張芝工歩掛 （100ｍ2当り）

名 称 単位 数量

土 木 一 般 世 話 役 人 0.2 
造 園 工 〃 1.1 
普 通 作 業 員 〃 2.3 
目 土 使 用 量 m3 2.7 

芝
ベ タ 張 m2 100 
目 地 張 〃 必要量を計上

諸 雑 費 率 ％ 4 
（注）１．上表は，ベタ張，目地張に適用し，市松張，すじ張の場合は，適用

外とする。

２．諸雑費は，芝串を必要とする場合に計上し，労務費の合計額に上表

の率を乗じた金額を上限として計上する。芝串を必要としない場合は

計上しない。

３．現場条件により，上表により難い場合は，別途考慮する。

４．上表には，100ｍ程度の現場内小運搬を含む。
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（３）運搬

     樹木運搬歩掛は，次表を標準とする。

表３．５ 運搬歩掛 （100本当り）

形 状 寸 法
（cm） 運 搬 機 械 積 載 量

（本）

運搬距離5kmまでの
運転時間
（h）

5kmを超え5km増す毎に
加算する運転時間

（h）

中

低

木

（樹高） 50未満

トラック
[クレーン装置付] 
ベーストラック

4t積
吊能力2.9t

110 6.6 0.5 
50以上 100未満 50 9.4 1.0 

100以上 200未満 45 11.7 1.1 
200以上 300未満 45 15.0 1.1 

高

木

（幹周） 15未満 20 21.3 2.4 
15以上 25未満 13.3 29.4 3.8 
25以上 40未満 7.7 8.7 8.7 
40以上 60未満 2.5 20.5 20.5 
60以上 90未満 1.0 49.0 49.0 

（注）１．運搬距離が5kmを超える場合は，超えた距離5kmまで毎に，右の欄の値を左の欄の値へ加算する。

２．中低木・高木の幹周25cm未満については，積込み・取卸し時間を含み，幹周25cm以上は，積込み・卸

し時間を含まない。

（４）植栽工

     施工歩掛は，３－１植栽工 表３．１植栽歩掛を適用する。

 ３－３ 地被類植付工

（１）張芝工

     張芝は，地拵え，植付け，目土かけからなり，施工歩掛は，次表を標準とする。

表３．６ 張芝工歩掛 （100ｍ2当り）

名 称 単位 数量

土 木 一 般 世 話 役 人 0.2 
造 園 工 〃 1.1 
普 通 作 業 員 〃 2.3 
目 土 使 用 量 m3 2.7 

芝
ベ タ 張 m2 100 
目 地 張 〃 必要量を計上

諸 雑 費 率 ％ 4 
（注）１．上表は，ベタ張，目地張に適用し，市松張，すじ張の場合は，適用

外とする。

２．諸雑費は，芝串を必要とする場合に計上し，労務費の合計額に上表

の率を乗じた金額を上限として計上する。芝串を必要としない場合は

計上しない。

３．現場条件により，上表により難い場合は，別途考慮する。

４．上表には，100ｍ程度の現場内小運搬を含む。

Ⅴ-1-①-7

４． 単   価   表 

（１）高木植栽100本当り単価表

施工歩掛コード WB610010 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要

土 木 一 般 世 話 役 人 表3.1 
造 園 工 〃 〃

普 通 作 業 員 〃 〃

樹 木 幹周 ○○cm 本 100 樹種名を記入

改 良 剤 kg 必要量を計上

支 柱 本 単価表（2）

ト ラ ッ ク 運 転
クレーン装置付
ベーストラック4t級
吊能力2.9t

h
表3.1
高木幹周25cm以上
60cm未満に計上
機械損料

ラ フ テ レ ー ン
ク レ ー ン

油圧伸縮ジブ型・
排出ガス対策型(第1次基準値) 
4.9t吊

日
表3.1
高木幹周60cm以上に計上
機械賃料

小 型 バ ッ ク ホ ウ
( ク ロ ー ラ 型 ) 運 転

標準型・
排出ガス対策型(第3次基準値) 
山積0.13m3（平積0.1m3)

〃
表3.1
高木幹周15cm以上に計上
機械賃料

諸 雑 費 式 1
計

（２）支柱設置植樹100本当り単価表

施工歩掛コード WB610020 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要

土 木 一 般 世 話 役 人 表3.2 
造 園 工 〃 〃

普 通 作 業 員 〃 〃

杉 丸 太 ○○m，○○cm 本 〃

〃 ○○m，○○cm 〃 〃

杉 梢 丸 太 ○○m，○○cm 〃 〃

〃 ○○m，○○cm 〃 〃

竹 ○○cm 〃 〃

〃 ○○cm 〃 〃

諸 雑 費 式 1 〃

計

コード番号 Ｓ 7 5 0 0
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（３）掘取100本当り単価表
施工歩掛コード WB610030 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要

土 木 一 般 世 話 役 人 表3.3 
造 園 工 〃 〃

普 通 作 業 員 〃 〃

ト ラ ッ ク 運 転

クレーン装置付

ベーストラック4t級
吊能力2.9t

h

表3.3 
高木幹周25cm以上
60cm未満に計上
機械損料

ラ フ テ レ ー ン
ク レ ー ン

油圧伸縮ジブ型・

排出ガス対策型(第1次基準値) 
4.9t吊

日

表3.3 
高木幹周60cm以上に計上
機械賃料

幹 巻 本 100 単価表（4）

小 型 バ ッ ク ホ ウ
( ク ロ ー ラ型 ) 運 転

標準型・

排出ガス対策型(第3次基準値) 
山積0.13m3（平積0.1m3)

日

表3.3 
高木幹周25cm以上に計上
機械賃料

諸 雑 費 式 1 表3.3 
計

（４）幹巻き100本当り単価表
施工歩掛コード WB610031 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要

土 木 一 般 世 話 役 人 表3.4 
造 園 工 〃 〃

普 通 作 業 員 〃 〃

諸 雑 費 式 1 〃

計

（５）運搬工（中低木・高木）100本当り単価表
施工歩掛コード WB610040 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要

ト ラ ッ ク 運 転

クレーン装置付

ベーストラック4t級
吊能力2.9t

h 表3.5 
機械損料

諸 雑 費 式 1
計

Ⅴ-1-①-7

４． 単   価   表 

（１）高木植栽100本当り単価表

施工歩掛コード WB610010 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要

土 木 一 般 世 話 役 人 表3.1 
造 園 工 〃 〃

普 通 作 業 員 〃 〃

樹 木 幹周 ○○cm 本 100 樹種名を記入

改 良 剤 kg 必要量を計上

支 柱 本 単価表（2）

ト ラ ッ ク 運 転
クレーン装置付
ベーストラック4t級
吊能力2.9t

h
表3.1
高木幹周25cm以上
60cm未満に計上
機械損料

ラ フ テ レ ー ン
ク レ ー ン

油圧伸縮ジブ型・
排出ガス対策型(第1次基準値) 
4.9t吊

日
表3.1
高木幹周60cm以上に計上
機械賃料

小 型 バ ッ ク ホ ウ
( ク ロ ー ラ 型 ) 運 転

標準型・
排出ガス対策型(第3次基準値) 
山積0.13m3（平積0.1m3)

〃
表3.1
高木幹周15cm以上に計上
機械賃料

諸 雑 費 式 1
計

（２）支柱設置植樹100本当り単価表

施工歩掛コード WB610020 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要

土 木 一 般 世 話 役 人 表3.2 
造 園 工 〃 〃

普 通 作 業 員 〃 〃

杉 丸 太 ○○m，○○cm 本 〃

〃 ○○m，○○cm 〃 〃

杉 梢 丸 太 ○○m，○○cm 〃 〃

〃 ○○m，○○cm 〃 〃

竹 ○○cm 〃 〃

〃 ○○cm 〃 〃

諸 雑 費 式 1 〃

計

コード番号 Ｓ 7 5 0 1
Ｓ 7 5 1 0

コード番号 Ｓ 7 5 0 2

コード番号 Ｓ 7 5 0 3
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（６）張芝工100ｍ2当り植付け単価表

施工歩掛コード WB610050 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要

土 木 一 般 世 話 役 人 表3.6 
造 園 工 〃 〃

普 通 作 業 員 〃 〃

芝 m2 芝名を記入

目 土 m3 2.7 目地張の場合の数量は

必要量とする

諸 雑 費 式 1 表3.6，（注）

計

（注）芝串を必要とする場合のみ，労務費の合計額に表3.6の率を乗じた金額を上限として計上する。

（７）機械運転単価表

機 械 名 規 格 適 用 単 価 表 指 定 事 項

小 型 バ ッ ク ホ ウ
( ク ロ ー ラ 型 )

標準型・
排出ガス対策型(第3次基準値) 
山積0.13m3（平積0.1m3)

機－28
運転労務数量→ 1.00 
燃料消費量 → 21 
機械賃料数量→  1.63 

ト ラ ッ ク
クレーン装置付
ベーストラック4t級・
吊能力2.9t

機－1

５． 植栽工事の割増積算

新植樹木等の植樹割増しとして，下記の費用を加算する。ただし，移植及び根廻し工事に係わるものは除く。

割増経費＝「材料費＋労務費＋機械経費」×0.5％

Ⅴ-1-①-8

（３）掘取100本当り単価表
施工歩掛コード WB610030 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要

土 木 一 般 世 話 役 人 表3.3 
造 園 工 〃 〃

普 通 作 業 員 〃 〃

ト ラ ッ ク 運 転

クレーン装置付

ベーストラック4t級
吊能力2.9t

h

表3.3 
高木幹周25cm以上
60cm未満に計上
機械損料

ラ フ テ レ ー ン
ク レ ー ン

油圧伸縮ジブ型・

排出ガス対策型(第1次基準値) 
4.9t吊

日

表3.3 
高木幹周60cm以上に計上
機械賃料

幹 巻 本 100 単価表（4）

小 型 バ ッ ク ホ ウ
( ク ロ ー ラ型 ) 運 転

標準型・

排出ガス対策型(第3次基準値) 
山積0.13m3（平積0.1m3)

日

表3.3 
高木幹周25cm以上に計上
機械賃料

諸 雑 費 式 1 表3.3 
計

（４）幹巻き100本当り単価表
施工歩掛コード WB610031 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要

土 木 一 般 世 話 役 人 表3.4 
造 園 工 〃 〃

普 通 作 業 員 〃 〃

諸 雑 費 式 1 〃

計

（５）運搬工（中低木・高木）100本当り単価表
施工歩掛コード WB610040 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要

ト ラ ッ ク 運 転

クレーン装置付

ベーストラック4t級
吊能力2.9t

h 表3.5 
機械損料

諸 雑 費 式 1
計

コード番号 Ｓ 7 5 0 4

コード番号 Ｓ 7 5 0 5
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７． 参 考 資 料

 ７－１ 鉢容量及び植穴容量

表７．１(ａ) 鉢容量及び植穴容量 

形
状

幹   周（cm） 鉢 径
（cm）

鉢の深さ
（cm）

植 穴 径
（cm）

植穴深さ
（cm）

鉢 容 量
（m3）

植穴容量
（m3）

高

木

10未満 33 25 69 37 0.017 0.09
10以上 15未満 38 28 75 40 0.028 0.14
15以上 20未満 47 33 87 46 0.061 0.27
20以上 25未満 57 39 99 53 0.11 0.44
25以上 30未満 66 45 111 59 0.17 0.65
30以上 35未満 71 48 117 62 0.21 0.76
35以上 45未満 90 59 141 75 0.4 1.34
45以上 60未満 113 74 171 90 0.74 2.28
60以上 75未満 141 91 207 109 1.32 3.7
75以上 90未満 170 108 243 128 2.08 5.45 

表７．２(ｂ) 鉢容量及び植穴容量 

形
状

樹   高（cm） 鉢 径
（cm）

鉢の深さ
（cm）

植 穴 径
（cm）

植穴深さ
（cm）

鉢 容 量
（m3）

植穴容量
（m3）

中

低

木

30未満 15 8 29 23 0.001 0.015
30以上 50未満 17 10 33 26 0.002 0.022
50以上 80未満 20 12 37 28 0.004 0.030
80以上 100未満 22 13 41 31 0.005 0.040

100以上 150未満 26 16 46 35 0.008 0.057
150以上 200未満 30 19 54 40 0.013 0.090
200以上 250未満 35 23 61 46 0.022 0.133
250以上 300未満 40 26 69 51 0.032 0.188

(注) 鉢容量＝埋戻不足土量

７－２ 支柱形式参考図

① 二脚鳥居支柱（添木付）

背背 面面 図図 平平 面面 図図 側側 面面 図図

ＧＧＬＬ

ＧＧＬＬ

５.

５

５
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②  843 ②  843Ⅴ−1−②−4②  843 ②  843Ⅴ−1−②−4
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②  845 ②  845Ⅴ−1−②−6②  845 ②  845Ⅴ−1−②−6

コード番号 Ｓ 7 6 0 0

コード番号 Ｓ 7 6 0 2

コード番号 Ｓ 7 6 0 4
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コード番号 Ｓ 7 6 0 8

コード番号 Ｓ 7 6 1 0
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２－３ 舗装工

(１) レンガ舗装工

レンガ舗装工歩掛は，次表を標準とする。

     表２．４ レンガ舗装工歩掛 （100 ㎡当り）

名  称 規格・形状 単位
数  量

摘 要
Ａ(平敷き) Ｂ(小端立て敷き)

普 通 レ ン ガ
JIS3 種

210×100×60 
個 4,338 6,817 

ブ ロ ッ ク 工 人 9.9 17.7 据付手間

普 通 作 業 員 〃 6.6 11.0 同上手伝い,現場内小運搬

(注)１．モルタル練等は別途計上する。

２．舗装材料の現場内小運搬は，運搬距離 20ｍ程度とする。

３．モルタルは「第Ⅱ編第４章①コンクリート工」により別途計上し，これにより難い場合は別途考慮す

る。

参参考考図図  

ＡＡ  平平敷敷きき（（ＲＲＨＨ――ＨＨＡＡ,,路路盤盤厚厚 110000 のの例例））  

ＢＢ  小小端端立立てて敷敷きき（（ＲＲＨＨ――ＫＫＡＡ,,路路盤盤厚厚 110000 のの例例））  

個
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② 853 ② 853Ⅴ−1−③−7②  853 ②  853Ⅴ−1−③−7

３.

コード番号 Ｓ 7 5 8 0

コード番号 Ｓ 7 5 8 3

コード番号 Ｓ 7 5 8 4

コード番号 Ｓ 7 5 8 5

コード番号 Ｓ 7 5 8 6
Ｓ 7 5 8 7

個

個
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② 859② 859 Ⅵ−1−①−1 ② 859② 859 Ⅵ−1−①−1

３. ※については，コード番号 S7301 により考慮されるため，別途計上する必要はない。

４. ※については，コード番号 S7302 により考慮されるため，別途計上する必要はない。



②  860②  860 Ⅵ−1−①−2
②  860②  860 Ⅵ−1−①−2

コード番号 Ｓ 7 3 0 1



② 861② 861 Ⅵ−1−①−3 ② 861② 861 Ⅵ−1−①−3

コード番号 Ｓ 7 3 0 2

コード番号 Ｓ 7 3 0 3



② 862② 862 Ⅵ−1−①−4

Ⅵ-1-①-4 

２-４ 直接工事費の算出

直接工事費＝設計単価（注１）×設計数量＋材料費（注２） 

（注１）設計単価＝標準単価（機械・労務）×（Ｋ1×Ｋ2） 

（注２）材料費＝主材料単価×使用数量×（1＋材料諸雑費率） 

※主材料は塗料，ガラスビーズ，プライマー，燃料である。

※材料諸雑費は，プロパンガス，希釈剤等の費用であり，材料諸雑費率は以下のとおりとする。

    溶融式：0.05  ペイント式：0.03

※矢印・文字・記号の設計数量は「所要材料換算長」とし，次式により算出する。

所要材料換算長（m）＝設計数量（塗布面積（m2））÷0.15×1.20（重複施工ロス分）

ただし，構成する線幅が 10cm 未満の場合は適用できない。

 ＜施工規模が日当たり標準施工量に満たない場合＞ 

１）１日未満で完了する場合（施工規模が日当たり標準施工量に満たない場合）は，「第Ⅰ編第 12 章１日 

未満で完了する作業の積算」に準ずることとする。区画線工，高視認性区画線工において同一作業員の

作業となる場合は一連の作業と判定し，同一作業員の作業でない場合はそれぞれで判定する。区画線消

去（ウォータージェット式）に関しては，他規格と一連の作業とは考えずに判定する。 

２）表層の完了待ちなどの工程調整により，１日当たりの実施工量が日当たり標準施工量に満たない場合

については，１日当たりの実施工量で「1 日未満で完了する作業の積算」に該当するかどうかを判定す

る。 

３）区画線消去（ウォータージェット式）で，施工規模が日当たり標準施工量に満たない場合は，実施工 

量にかかわらず，日当たり標準施工量を実施した場合の金額を計上する。 

３． 適用にあたっての留意事項 

標準単価の適用にあたっては，以下の点に留意すること。 

(１) 区画線設置作業における供用区間及び未供用区間の取扱いは，下表のとおりとする。

表３．１ 施工場所区分 

区 分 工 事 種 別 

供 用 区 間 

維持修繕工事:維持修繕工事に伴う区画線工事 

現道拡幅工事等:現道拡幅工事に伴う区画線工事 

交通安全工事(1種):交差点改良,停車帯等の交通安全工事(1種)に伴う区画線工事 

交通安全工事(2種):現道の区画線の補修工事 

未 供 用 区 間 バイパス工事等:バイパス新設など未供用区間の区画線工事 

(２) 仮区画線を施工する場合，区画線工と規格・仕様が同じであれば，適用出来る。 

(３) 歩道部，駐車場に区画線を設置する場合，区画線工と規格・仕様が同じであれば，適用出来る。 

(４) コンクリート舗装に区画線を設置する場合，区画線工と規格・仕様が同じであれば，適用出来る。 

(５) 区画線工における横断歩道，停止線等はゼブラを適用する。 

(６) 区画線設置のうち，減速・速度抑制等を目的とした破線（平行四辺形）は矢印・記号・文字を適用する。 

(７) 水性型ペイント式については，気温５℃以上，湿度 85％未満での施工を標準とする。また，新設舗装上に施

工する場合は，養生期間を経て，路面上の水分，軽質油成分が消滅した後での施工を標準とする。 

(８) 随意契約による調整を行う追加工事の取扱いは，現工事の施工規模を考慮せず，単独工事として数量を判定

する。 

②  862②  862 Ⅵ−1−①−4

（10） 矢印，文字の 15cm 換算施工延長及び仮区画線の設置にあたっての留意事項については，土木工事標準積算

基準〔Ⅲ〕による。

（11） 豪雪地域の補正については，「建設機械等損料算定表」によるものとするが，補正の適用については，機械

稼働地区により判定する。

1

②  862②  862 Ⅵ−1−①−4

（10） 矢印，文字の 15cm 換算施工延長及び仮区画線の設置にあたっての留意事項については，土木工事標準積算

　基準〔Ⅲ〕による。

（11） 豪雪地域の補正については，「建設機械等損料算定表」によるものとするが，補正の適用については，機械

稼働地区により判定する。

1
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② 863② 863 Ⅵ−1−①−5 ② 863② 863 Ⅵ−1−①−5

４

４

４.

４

４

表４．１ 区画線工で使用する一般的な材料仕様

表４．２ 溶融式（手動）の標準的な材料使用量

表４．３ ペイント式（車載式）の標準的な材料使用量

表４．４ 区画線消去（削取り式）の燃料使用量



② 864② 864 Ⅵ−1−②−1 ② 864② 864 Ⅵ−1−②−1

３．※については，コード番号 S7095 により考慮されるため，別途計上する必要はない。

※

コード番号 Ｓ 7 0 9 5

標準

コード番号 Ｓ 7 0 9 5



②  865②  865 Ⅵ−1−②−2 ②  865②  865 Ⅵ−1−②−2

1



② 866② 866 Ⅵ−1−②−3 ② 866② 866 Ⅵ−1−②−3

（５） 豪雪地域の補正については，「建設機械等損料算定表」によるものとするが，補正の適用については，機械

稼働地区により判定する。



② 867② 867 Ⅵ−1−③−1

Ⅵ-1-③-1 

③ 橋 梁 塗 装 工

１． 適 用 範 囲 

１－１ 標準単価が適用出来る範囲 

(１) 鋼橋の現場での新橋塗装・塗替塗装。

(２) 高欄部の単独施工の塗替塗装。

(３) 鋼橋架設工における新橋継手部現場塗装の素地調整，塗装。

(４) 既設橋梁の床版補強工における新規補強鋼板現場塗装工の中塗り・上塗り塗装。

(５) 塗膜剥離剤を使用した旧塗膜除去後のブラスト処理による素地調整（1種ケレン）。

１－２ 標準単価を適用出来ない範囲 

(１) 特別調査等別途考慮するもの

１) 離島及び山間僻地等で，明らかに単価が異なると判断される地域の場合。

２) 部分塗替塗装の場合

３) 塗膜剥離剤による素地調整の場合。

４) 道路付属物（標識・防護柵等）への塗装の場合。

５) 静電気力を利用したスプレー塗装の場合。

６) 工場内における塗装前作業及び塗装作業の場合。

７) その他，規格・仕様等が適合しない場合。

２． 標準単価の設定 

２－１ 標準単価の構成と範囲 

標準単価で対応しているのは，機・労・材の○及びフロー図の実線の部分である。 

工 種 
標準単価 

機 労 材 

新橋現場塗装・新橋

継手部現場塗装 

素地調整 

○ ○ ○ 

(注)１．動力工具処理による継手部素地調整工で発生したケレンかす等の回収・積込・運搬・処分に要する

費用を含む。 

２．ブラスト処理による継手部素地調整工で発生した研削材及びケレンかすの運搬・処分に要する費用

を含まない。回収・積込に要する費用を別途計上する。 

３．ブラスト処理による継手部素地調整工で粉塵飛散防止のための防護工（板張り防護・養生シート等）,

及び安全対策に要する費用は含まない。 

４．継手部素地調整は，継手部塗装面積を計上する。 

工 種 
標準単価 

機 労 材 

新橋現場塗装・新橋

継手部現場塗装 

下塗り 

○ ○ ○ 

(注)１．新橋現場塗装とは，工場内において継手部を除く部位への下塗り塗装が完了した新橋に対する架設

現場での作業を示す。 

２．新橋継手部現場塗装とは，工場内において継手部を除く部位への上塗り塗装が完了した新橋に対す

る架設現場での作業を示す。 

３．はけ・ローラーによる塗装作業とする。 

工 種 
標準単価 

機 労 材 

新橋現場塗装 

中塗り・上塗り 
○ ○ ○ 

(注)１．新橋現場塗装とは，工場内において継手部を除く部位への下塗り塗装が完了した新橋に対する架設

現場での作業を示す。 

２．準備・補修は，清掃又は水洗い作業及び補修塗装作業等を対象とし，塗装面積を計上する。 

３．はけ・ローラーによる塗装作業とする。 
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②  868②  868 Ⅵ−1−③−2

Ⅵ-1-③-2 

 

 

 

工 種 
標準単価 

機 労 材 

新橋継手部 

現場塗装 

中塗り・上塗り 

○ ○ ○ 

(注)１．新橋継手部現場塗装とは，工場内において継手部を除く部位への上塗り塗装が完了した新橋に対す

る架設現場での作業を示す。 

２．はけ・ローラーによる塗装作業とする。 

工 種 
標準単価 

機 労 材 

塗替塗装 ○ ○ ○ 

(注)１．清掃又は水洗い作業は，ウエスによる粉塵，ばい煙等の除去，又は，水洗い作業による塩分等の除去

を対象とする。 

２．素地調整は，塗装面積を計上する。 

３．動力工具及び手工具による素地調整工で発生したケレンかす等の回収・積込・運搬・処分に要する費

用を含む。 

４．ブラスト処理による素地調整工で発生した研削材及びケレンかすの運搬・処分に要する費用は含ま 

ない。回収・積込に要する費用を別途計上する。 

５．ブラスト処理による素地調整工で粉塵飛散防止のための防護工（板張り防護・養生シート等），安全

対策（セキュリティールーム・呼吸用保護具等）及び特別管理（鉛，PCB 等有害物質への対応）に要す

る費用は含まない。 

６．密閉部における有機溶剤除去時の安全対策に要する費用は含まない。 

７．はけ・ローラー又はスプレーによる塗装作業とし，スプレー塗装に必要な養生費は，含まない。 

 

２－２ 標準単価の規格・仕様 

表２．１ 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装素地調整 

区 分 規格・仕様 単 位 日当たり標準施工量 

素 地 調 整 
動 力 工 具 処 理 I S O  S ｔ 3 ㎡ 38 

ブ ラ ス ト 処 理 I S O  S a 2  1 ／ 2 ㎡ 42 

研 削 材 及 び ケ レ ン か す 回 収 ・ 積 込 工 ㎡ 70 

（注）ブラスト処理に用いる研削材は硅砂を除く。 

 

表２．２ 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装（１） 

区分 規 格 ・ 仕 様 単 位 日当たり標準施工量 

ミ ス ト 

コ ー ト 
変 性 エ ポ キ シ 樹 脂 塗 料 （ １ 層 ） ㎡ 325 

下

塗

り

塗

装 

超厚膜形エポキシ樹脂塗料（２回塗り／層） 注１ ㎡ 115 

有 機 ジ ン ク リ ッ チ ペ イ ン ト （ ２ 層 ）  注 ２ ㎡ 150 

有機ジンクリッチペイント（２回塗り／層）注１ ㎡ 143 

変 性 エ ポ キ シ 樹 脂 塗 料 （ ２ 層 ） 注 ２ ㎡ 150 

鉛・クロムフリーさび止めペイント（３層）注２  ㎡ 100 

変 性 エ ポ キ シ 樹 脂 塗 料 （ １ 層 ） ㎡ 300 

 (注) １．超厚膜形エポキシ樹脂塗料（２回塗り／層），有機ジンクリッチペイント（２回塗り／層）は, 

１層当たりの目標膜厚を得るために，２回塗りを必要とする。 

２．２層は，１層目の塗装を行った後，適切な塗装間隔を空けてさらにもう１層の塗装を塗り重ね 

るものである。３層は, ２層目の塗装を行った後，適切な塗装間隔を空けてさらにもう１層の 
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工 種 
標準単価 

機 労 材 

新橋継手部 

現場塗装 

中塗り・上塗り 

○ ○ ○ 

(注)１．新橋継手部現場塗装とは，工場内において継手部を除く部位への上塗り塗装が完了した新橋に対す

る架設現場での作業を示す。 

２．はけ・ローラーによる塗装作業とする。 

工 種 
標準単価 

機 労 材 

塗替塗装 ○ ○ ○ 

(注)１．清掃又は水洗い作業は，ウエスによる粉塵，ばい煙等の除去，又は，水洗い作業による塩分等の除去

を対象とする。 

２．素地調整は，塗装面積を計上する。 

３．動力工具及び手工具による素地調整工で発生したケレンかす等の回収・積込・運搬・処分に要する費

用を含む。 

４．ブラスト処理による素地調整工で発生した研削材及びケレンかすの運搬・処分に要する費用は含ま 

ない。回収・積込に要する費用を別途計上する。 

５．ブラスト処理による素地調整工で粉塵飛散防止のための防護工（板張り防護・養生シート等），安全

対策（セキュリティールーム・呼吸用保護具等）及び特別管理（鉛，PCB 等有害物質への対応）に要す

る費用は含まない。 

６．密閉部における有機溶剤除去時の安全対策に要する費用は含まない。 

７．はけ・ローラー又はスプレーによる塗装作業とし，スプレー塗装に必要な養生費は，含まない。 

 

２－２ 標準単価の規格・仕様 

表２．１ 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装素地調整 

区 分 規格・仕様 単 位 日当たり標準施工量 

素 地 調 整 
動 力 工 具 処 理 I S O  S ｔ 3 ㎡ 38 

ブ ラ ス ト 処 理 I S O  S a 2  1 ／ 2 ㎡ 42 

研 削 材 及 び ケ レ ン か す 回 収 ・ 積 込 工 ㎡ 70 

（注）ブラスト処理に用いる研削材は硅砂を除く。 

 

表２．２ 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装（１） 

区分 規 格 ・ 仕 様 単 位 日当たり標準施工量 

ミ ス ト 

コ ー ト 
変 性 エ ポ キ シ 樹 脂 塗 料 （ １ 層 ） ㎡ 325 

下

塗

り

塗

装 

超厚膜形エポキシ樹脂塗料（２回塗り／層） 注１ ㎡ 115 

有 機 ジ ン ク リ ッ チ ペ イ ン ト （ ２ 層 ）  注 ２ ㎡ 150 

有機ジンクリッチペイント（２回塗り／層）注１ ㎡ 143 

変 性 エ ポ キ シ 樹 脂 塗 料 （ ２ 層 ） 注 ２ ㎡ 150 

鉛・クロムフリーさび止めペイント（３層）注２  ㎡ 100 

変 性 エ ポ キ シ 樹 脂 塗 料 （ １ 層 ） ㎡ 300 

 (注) １．超厚膜形エポキシ樹脂塗料（２回塗り／層），有機ジンクリッチペイント（２回塗り／層）は, 

１層当たりの目標膜厚を得るために，２回塗りを必要とする。 

２．２層は，１層目の塗装を行った後，適切な塗装間隔を空けてさらにもう１層の塗装を塗り重ね 

るものである。３層は, ２層目の塗装を行った後，適切な塗装間隔を空けてさらにもう１層の 
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塗装を塗り重ねるものである。 

３．上表の標準単価は，規格・仕様欄における必要な塗布回数，層数が考慮された１㎡当たりのも 

のである。 

４．はけ・ローラーによる塗装作業とする。 

表表２２．．３３  新新橋橋現現場場塗塗装装・・新新橋橋継継手手部部現現場場塗塗装装（（２２））  

区分 規 格・仕 様 単 位 日当たり標準施工量 

準 備 ・ 補 修 ㎡ 500 

中

塗

り

塗

装 

長 油 性 フ タ ル 酸 樹 脂 塗 料 

赤系 ㎡ 300 

淡彩 ㎡ 300 

濃彩 ㎡ 300 

ふ っ 素 樹 脂 塗 料 用 

赤系 ㎡ 300 

淡彩 ㎡ 300 

濃彩 ㎡ 300 

 (注) はけ・ローラーによる塗装作業とする。 

 

表２．４ 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装（３） 

区分 規 格・仕 様 単 位 日当たり標準施工量 

上
塗
り
塗
装 

長 油 性 フ タ ル 酸 樹 脂 塗 料 

赤系 ㎡ 300 

淡彩 ㎡ 300 

濃彩 ㎡ 300 

ふ っ 素 樹 脂 塗 料 

赤系 ㎡ 300 

淡彩 ㎡ 300 

濃彩 ㎡ 300 

(注) はけ・ローラーによる塗装作業とする。 

 

表２．５ 塗替塗装（１） 

区分 規 格・仕 様 単 位 日当たり標準施工量 

清 掃 ・水 洗 い ㎡ 1,050 

素

 

地

 

調

 

整 

１ 種 ケ レ ン （ ブ ラ ス ト 法 ） ㎡ 55 

２ 種 ケ レ ン （ 動 力 工 具 と 手 工 具 の 併 用 ） ㎡ 58 

３種ケレンＡ（動力工具と手工具の併用） ㎡ 83 

３種ケレンＢ（動力工具と手工具の併用） ㎡ 145 

３種ケレンＣ（動力工具と手工具の併用） ㎡ 213 

４ 種 ケ レ ン （ 動 力 工 具 と 手 工 具 の 併 用 ） ㎡ 313 

研 削 材 及 び ケ レ ン か す 回 収 ・ 積 込 工 ㎡ 70 

 

表２．６ 塗替塗装（２）  

区分 規 格 ・ 仕 様 単位 日当たり標準施工量 

下

塗

り

塗

装 

弱 溶 剤 形 変 性 エ ポ キ シ 樹 脂 塗 料 （ １ 層 ） 
はけ・ローラー 

㎡ 300 

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料（２層） 注３ ㎡ 150 

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料（２層） 注３ ス プ レ ー ㎡ 225 

鉛・クロムフリーさび止めペイント（２層） 注３ はけ・ローラー ㎡ 150 

有 機 ジ ン ク リ ッ チ ペ イ ン ト （ １ 層 ）  注 １ はけ・ローラーⅠ ㎡ 300 

有機ジンクリッチペイント(２回塗り／層) 注１,２ はけ・ローラーⅡ ㎡ 143 

有 機 ジ ン ク リ ッ チ ペ イ ン ト （ １ 層 ） ス プ レ ー ㎡ 360 

無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料（２層）注３  はけ・ローラー ㎡ 143 

（注）１．有機ジンクリッチペイントのはけ・ローラーⅠは，健全なジンクリッチプライマーやジンクリッチペイン

トを残し，その他の旧塗膜を全面除去した場合であり，有機ジンクリッチペイントのはけ・ローラーⅡは， 

表２．１ 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装素地調整

表２．２ 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装（１）

コード番号 Ｓ 7 3 2 0（新橋）
Ｓ 7 3 2 1（塗替）



②  869②  869 Ⅵ−1−③−3 ②  869②  869 Ⅵ−1−③−3

表２．３ 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装（２）

表２．５ 塗替塗装（１）



②  870②  870 Ⅵ−1−③−4 ②  870②  870 Ⅵ−1−③−4



②  871②  871 Ⅵ−1−③−5 ②  871②  871 Ⅵ−1−③−5

補正係数の数値



②  872②  872 Ⅵ−1−③−6 ②  872②  872 Ⅵ−1−③−6

Ⅵ-1-③-6 

 

 

３． 適用にあたっての留意事項 

標準単価の適用にあたっては，以下の点に留意すること。 

(１) 鋼橋の現場での塗装作業に適用する。 

(２) 標準単価の設定でいう濃彩とは，青，緑系及びオレンジ系のことであり，赤系，濃彩以外を淡彩とする。 

(３) 適用出来る鋼橋形式は，次のとおりとする。 

鈑桁構造……プレートガーダー，連続プレートガーダー，ゲルバーガーダー，合成桁等に類するもの。 

箱桁構造……単純ボックスガーダー，連続ボックスガーダー，ゲルバーボックスガーダー，合成ボックスガ

ーダーに類するもの。 

弦材を有する構造……トラス，ゲルバートラス，ランガー桁，アーチ又はラーメン等に類するもの。 

横断歩道橋……各種横断歩道橋。 

側道橋……各種側道橋。 

(４) 素地調整（ケレン）工に伴う塗膜の劣化面積と素地調整種別は，次のとおりとする。 

１) さびが発生している場合 

素地調整 

種  別 
さびの状態 

発錆面積 

（％） 
素地調整内容 作業方法 

１ 種 － － 
さび，旧塗膜を完全に除去し，鋼材

面を露出させる。 
ブラスト法 

２ 種 
点錆が進行し，板状錆に近い状

態や，こぶ状錆となっている。 
30 以上 

旧塗膜，さびを除去し，鋼材面を露

出させる。 ディスクサ

ンダー、ワ

イヤホイル

などの動力

工具と手工

具の併用 

３ 種 

Ａ 
点錆がかなり点在している。 15 ～ 30 

活膜は残すが，それ以外の不良部（さ

び・われ・ふくれ）は除去する。 

３ 種 

Ｂ 
点錆が少し点在している。 ５～ 15 同 上 

３ 種 

Ｃ 

点錆がほんの少し点在してい

る。 
５以下 同 上 

２) さびがなく，われ・ふくれ・はがれ・白亜化・変退色などの塗膜異常がある場合。 

素地調整 

種  別 
さびの状態 

塗膜異常面積 

（％） 
素地調整内容 作業方法 

３ 種 

Ａ 

発錆はないが，われ・ふくれ・は

がれの発生が多く認められる。 
30 以上 

活膜は残すが，不良部は除去

する。 ディスクサ

ンダー、ワ

イヤホイル

などの動力

工具と手工

具の併用 

３ 種 

Ｂ 
同 上 15 ～ 30 同 上 

３ 種 

Ｃ 
同 上 ５～ 15 同 上 

４ 種 
同 上 ５以下 同 上 

白亜化・変退色の著しい場合。  粉化物・汚れ等を除去する。 

(５) 鋼橋架設の新橋継手部の素地調整は動力工具処理又はブラスト処理により行う作業をいう。 

(６) ３種ケレンについては，補修塗装作業を含むものとする。なお，２種及び４種ケレンについては，補修塗装

作業を含まないものとする。 

(７) ２種ケレン，３種ケレン，４種ケレンは動力工具処理及び手工具により行う作業とし，ブラスト処理により

行う作業は適用外とする。 

(８) ケレン（ブラスト処理を含む）及びスプレー塗装の粉塵飛散防止のための防護工（板張り防護・養生シート

等），安全対策（セキュリティールーム・呼吸用保護具等）及び特別管理（鉛,PCB 等有害物質への対応）が必

要な場合は，別途計上する。 

(９) 準備・補修における補修塗装作業とは，橋梁架設時に行う下塗り塗膜破損箇所の補修作業である。 

(10) ブラスト処理による素地調整工で発生した研削材及びケレンかすの運搬・処分に要する費用は含まない。回収・積

込に要する費用を別途計上する。 

(11) 準備・補修及び清掃・水洗い作業における水洗い作業の有無に関わらず適用できる。 

(12) 準備・補修における下塗り損傷箇所の補修塗り，素地調整３種ケレンにおける鋼材露出部への簡易的な部分塗り（タ

ッチアップ作業）の有無に関わらず適用できる。 

(13) 随意契約による調整を行う追加工事の扱いは，現工事の施工規模を考慮せず，単独工事として数量を判定す

る。 

（14) 高力ボルト連結部の塗装仕様に関して，防錆処理ボルトの使用の有無に関わらず適用できる。 

②  872②  872 Ⅵ−1−③−6



②  873②  873 Ⅵ−1−③−7 ②  873②  873 Ⅵ−1−③−7



② 874② 874 Ⅵ−1−④−1

Ⅵ-1-④-1

④ 構造物とりこわし工

１． 適 用 範 囲 

１－１ 標準単価が適用できる範囲 

(１) 河川，海岸，砂防，道路工事等の既設コンクリート構造物のとりこわし作業。 

(２) とりこわし方法の主たる作業機械が，大型ブレーカ，コンクリートブレーカ，コンクリート圧砕機の場合。 

(３) 施工基面（機械設置基面）より上下５ｍ以内のとりこわし作業。 

1－２ 標準単価が適用できない範囲 

(１) 土木工事標準積算基準書等により別途積算するもの。 

１) 建築物，舗装版のとりこわし作業及びブロック施工による旧橋撤去。 

２) 「橋梁地覆補修工」に伴う「とりこわし工」。 

３） 「構造物とりこわし工」に伴う「コンクリートはつり（平均はつり厚６ｃｍ以下）」。 

 (２) 特別調査等別途考慮するもの。 

１) 施工基面（機械設置基面）より上下５ｍを超える作業能力を有する機種を用いる場合。 

２) コア抜きして内部を広げて破砕する場合。 

３) 離島及び山間僻地等で明らかに単価が異なると判断される地域の場合。  

４) その他，規格・仕様が適合しない場合。 

２． 標準単価の設定 

２－1 標準単価の構成と範囲 

標準単価で対応しているのは，機・労・材の○及びフロー図の実線部分である。 

工 種 
標準単価

機 労 材

無筋構造物 ○ ○

工 種 
標準単価

機 労 材

鉄筋構造物 ○ ○

(注)１．チゼルの損耗費等を含む。 

２．上記フロー図の破線表示(運搬，処分)の作業は，別途計上する。
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②  875②  875 Ⅵ−1−④−2 ②  875②  875 Ⅵ−1−④−2

コード番号 Ｓ 7 3 0 7（機械）
Ｓ 7 3 0 8（人力）



②  876②  876 Ⅵ−1−④−3 ②  876②  876 Ⅵ−1−④−3



② 877② 877 Ⅵ−1−⑤−1 ② 877② 877 Ⅵ−1−⑤−1

Ⅵ-1-⑤-1 

⑤ コンクリートブロック積工

１． 適 用 範 囲 

１－１ 標準単価が適用出来る範囲 

(１) 勾配が１割未満（１：1.0 未満）の法面に施工するブロック積みで，JIS タイプ（JIS で規定する形状寸

法）の積ブロック（間知・ブロック質量 150kg ／個未満）を使用する場合に適用する。 

１－２ 標準単価が適用出来ない範囲 

(１) 土木工事標準積算基準書等により別途積算するもの 

１) 積ブロック（間知・ブロック質量 150kg ／個以上）を使用する場合。 

２) 作業半径が 8.5m を超える場合又は吊上げ高さが 5.8m を超える場合。 

３） 勾配が１割以上（１：１．０以上）の法面に施工する場合。 

４） JIS 以外の積ブロックを使用する場合。 

(２) 特別調査等別途考慮するもの 

１) 離島及び山間僻地等で，明らかに単価が異なると判断される地域の場合。 

２) その他，規格・仕様等が適合せず，標準単価が適用出来ない場合。 

２． 標準単価の設定 

２－１ 標準単価の構成と範囲 

標準単価で対応しているのは，機・労・材の○印及びフロー図の実線部分である。 

工 種 
標準単価 

機 労 材 

ブロック積工 

（練積） 
○ ○ 

× 

工 種 
標準単価 

機 労 材 

ブロック積工 

（空積） 
○ ○ 

× 

（注）１．材料ロス及び現場内小運搬を含む。 

２．ブロック積工には，調整コンクリートも含む。 

３．練積の場合は,胴込・裏込コンクリートの打設手間を含むが，材料費は含まない。空積の場合は,胴

込砕石工の手間を含むが,材料費は含まない。

４．特殊養生，雪寒仮囲いのための機械経費，労務費及び材料費は含まない。 

なお，必要な場合は別途考慮する。 
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砕
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工

ブロック積工 

５．※ブロック材料費については，コード番号S7110により考慮されるため，別途計上しない。 

※ 

※ 
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２－２ 標準単価の規格・仕様 

ブロック積工の規格・仕様，日当たり標準施工量は，下表のとおりである。 

 

表２．１ 規格・仕様区分 

 

（注）１．上表の日当り標準施工量には，コンクリートブロック積工，裏込砕石工，胴込・裏込コンクリート 

工（空積の場合は胴込砕石工）までの一連作業を含む。 

２．胴込・裏込コンクリート工を施工しない場合も上表による。 

 

区 分 規 格・仕 様 単位 
日当り 

標準施工量 

ブロック積工 
JISタイプの積ブロック(間知・ブロック質量150㎏/個未満), 

調整コンクリート等 
㎡ １０ 

Ⅵ-1-⑤-2 

２－２ 標準単価の規格・仕様 

ブロック積工の規格・仕様，日当たり標準施工量は，下表のとおりである。 

 

表２．１ 規格・仕様区分 

 

（注）１．上表の日当り標準施工量には，コンクリートブロック積工，裏込砕石工，胴込・裏込コンクリート 

工（空積の場合は胴込砕石工）までの一連作業を含む。 

２．胴込・裏込コンクリート工を施工しない場合も上表による。 

 

区 分 規 格・仕 様 単位 
日当り 

標準施工量 

ブロック積工 
JISタイプの積ブロック(間知・ブロック質量150㎏/個未満), 

調整コンクリート等 
㎡ １０ 

コード番号 Ｓ 7 1 1 0
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２－３ 補正係数 

(１) 補正係数の適用基準 

 

表２．２ 補正係数の適用基準 

規 格 ・ 仕 様 適 用 基 準 記号 備考 
補 

正 

係 

数 

裏込コンクリート 

を施工しない場合 
対象となる規格・仕様の単価を係数で補正する。 Ｋ1 対象数量 

空 積 の 場 合 対象となる規格・仕様の単価を係数で補正する。 Ｋ2 対象数量 

 

(２) 補正係数の数値 

 

表２．３ 補正係数の数値 

区 分 記号 ブロック積工 
補 

正 

係 

数 

裏込コンクリート 

を施工しない場合 
Ｋ1 0.92 

空積の場合 Ｋ2 0.87 

 

２－４ 直接工事費の算出 

練積の場合の直接工事費＝（設計単価（注１）×設計数量）＋ブロック材料費（注 2）+胴込・裏込めコンクリ

ート材料費（注 3） 

空積の場合の直接工事費＝(設計単価(注 1)×設計数量)+ブロック材料費(注 2）+胴込砕石材料費(注 4)  

 

(注１) 設計単価＝標準単価×（Ｋ1 or Ｋ2） 

(注２) ブロック材料費＝ブロック単価［円／個］×㎡当り使用量［個／㎡］×設計数量［㎡］ 

(注３)練積の場合は, コンクリート材料費を計上する。材料費の計上は次式による。 

材料費＝コンクリート（胴込・裏込）材料単価×設計数量×１.12（ロス分） 

(注４) 空積の場合は、胴込砕石材料費を計上する。材料費の計上は次式による。 

材料費＝砕石（胴込）材料単価×設計数量×1.12（ロス分） 

 

３． 適用にあたっての留意事項 

標準単価の適用にあたっては，以下の点に留意すること。 

(１) 布積，谷積を問わず適用出来る。 

(２) 設計面積は，ブロック積本体の面積と調整コンクリートの面積を合計した面積とすること。 

  (３) ブロック積工は，目地，水抜パイプ等の施工（材料費含む）の有無に関わらず適用出来る。 

(４) 遮水・止水シート及び吸出し防止材を全面に施工する場合は「第Ⅱ編第２章③コンクリートブロック積（張）

工」により別途計上する。 

(５) 小口止コンクリートは，「第Ⅱ編第４章コンクリート工」により別途計上する。 

(６) 基礎・天端コンクリートを施工する場合は「第Ⅱ編第２章③コンクリートブロック積（張）工の現場打基礎

コンクリート工及び天端コンクリート工」により別途計上する。 

(７) 基礎・裏込砕石を施工する場合，基礎砕石は「第Ⅱ編第２章②基礎・裏込砕石工」，裏込砕石は「第Ⅱ編第

２章③コンクリートブロック積（張）工」により別途計上する。 
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５． 参考資料 参考図（コンクリートブロック積工（調整コンクリート・小口止）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブロック積本体 

調整コンクリート 

小口止（設計面積に含めない） 

設計面積 

天端コンクリート 

（設計面積に含めない） 

天端コンクリート 

（設計面積に含めない） 

調整コンクリート 

胴込コンクリート 

裏込コンクリート 

裏込材 

設計面積 

小口止 

（設計面積に含めない） 

４．参考資料
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3 　適用にあたっての留意事項･････ Ⅵ- 2 - ⑫ -  3

⑬　グルービング工･････････････････ Ⅵ- 2 - ⑬ -  1
1 　適用範囲･･･････････････････ Ⅵ- 2 - ⑬ -  1
2 　市場単価の設定･････････････ Ⅵ- 2 - ⑬ -  1
3 　適用にあたっての留意事項･････ Ⅵ- 2 - ⑬ -  2

⑭　鉄筋挿入工（ロックボルト工）････ Ⅵ- 2 - ⑭ -  1
1 　適用範囲･･･････････････････ Ⅵ- 2 - ⑭ -  1
2 　市場単価の設定･････････････ Ⅵ- 2 - ⑭ -  1
3 　適用にあたっての留意事項･････ Ⅵ- 2 - ⑭ -  5

⑮　コンクリート表面処理工（ウォータージェット工）
　　･･･････････････････････････････ Ⅵ- 2 - ⑮ -  1

1 　適用範囲･･･････････････････ Ⅵ- 2 - ⑮ -  1
2 　市場単価の設定･････････････ Ⅵ- 2 - ⑮ -  1
3 　適用にあたっての留意事項･････ Ⅵ- 2 - ⑮ -  2



② 887② 887 Ⅵ−2−①−1 ② 887② 887 Ⅵ−2−①−1



② 888② 888 Ⅵ−2−①−2 ② 888② 888 Ⅵ−2−①−2

４．※については，コード番号S7000により考慮されるため，(注)１．で「単価は材料費を含まない」と

しているが，別途計上する必要はない。

２－２　市場単価の規格・仕様

コード番号 Ｓ 7 0 0 0



② 889② 889 Ⅵ−2−①−3 ② 889② 889 Ⅵ−2−①−3



② 890② 890 Ⅵ−2−①−4 ② 890② 890 Ⅵ−2−①−4



② 891② 891 Ⅵ−2−①−5 ② 891② 891 Ⅵ−2−①−5



② 892② 892 Ⅵ−2−①−6 ② 892② 892 Ⅵ−2−①−6



② 893② 893 Ⅵ−2−①−7 ② 893② 893 Ⅵ−2−①−7



② 894② 894 Ⅵ−2−①−8 ② 894② 894 Ⅵ−2−①−8

コード番号 Ｓ 7 0 9 0



② 895② 895 Ⅵ−2−①−9 ② 895② 895 Ⅵ−2−①−9



② 896② 896 Ⅵ−2−②−1 ② 896② 896 Ⅵ−2−②−1



②  897②  897 Ⅵ−2−②−2 ②  897②  897 Ⅵ−2−②−2

コード番号 Ｓ 7 0 0 2（設置）
Ｓ 7 0 0 3（撤去）

②  897②  897 Ⅵ−2−②−2

コード番号 Ｓ 7 0 0 2（設置）
Ｓ 7 0 0 3（撤去）



② 898② 898 Ⅵ−2−②−3 ② 898② 898 Ⅵ−2−②−3



② 899② 899 Ⅵ−2−②−4 ② 899② 899 Ⅵ−2−②−4



②  900②  900 Ⅵ−2−②−5 ②  900②  900 Ⅵ−2−②−5 ②  900② 900 Ⅵ−2−②−5



② 901② 901 Ⅵ−2−②−6 ② 901② 901 Ⅵ−2−②−6



②  902②  902 Ⅵ−2−②−7 ② 902② 902 Ⅵ−2−②−7



② 903② 903 Ⅵ−2−③−1 ② 903② 903 Ⅵ−2−③−1



②  904②  904 Ⅵ−2−③−2 ②  904②  904 Ⅵ−2−③−2

×

コード番号 Ｓ 7 0 1 1

②  904②  904 Ⅵ−2−③−2

×

コード番号 Ｓ 7 0 1 1



② 905② 905 Ⅵ−2−③−3 ② 905② 905 Ⅵ−2−③−3

コード番号 Ｓ 7 0 1 1

コード番号 Ｓ 7 0 1 2



② 906② 906 Ⅵ−2−③−4 ②  906②  906 Ⅵ−2−③−4

コード番号 Ｓ 7 0 1 3

コード番号 Ｓ 7 0 1 7

② 906② 906 Ⅵ−2−③−4

コード番号 Ｓ 7 0 1 3

コード番号 Ｓ 7 0 1 7



② 907② 907 Ⅵ−2−③−5 ②  907②  907 Ⅵ−2−③−5

コード番号 Ｓ 7 0 1 7

コード番号 Ｓ 7 0 1 4

コード番号 Ｓ 7 0 1 8

②  907②  907 Ⅵ−2−③−5

コード番号 Ｓ 7 0 1 7

コード番号 Ｓ 7 0 1 4

コード番号 Ｓ 7 0 1 8

②  907②  907 Ⅵ−2−③−5

コード番号 Ｓ 7 0 1 7

コード番号 Ｓ 7 0 1 4

コード番号 Ｓ 7 0 1 8

② 907② 907 Ⅵ−2−③−5

コード番号 Ｓ 7 0 1 7

コード番号 Ｓ 7 0 1 4

コード番号 Ｓ 7 0 1 8



② 908② 908 Ⅵ−2−③−6 ② 908② 908 Ⅵ−2−③−6



② 909② 909 Ⅵ−2−③−7 ② 909② 909 Ⅵ−2−③−7

(８) 防護柵の設置については，袖ビーム，支柱，ブラケット，ボルトの材料費・設置手間（機・労）を含む。

なお，設計数量には，袖ビームを含む。

費（機・労）の算出は ,次式による。

費

Ⅵ-2-③-7 

２－４ 加算額 

(１) 加算額の適用基準 

表２．１１ 加算額の適用基準 

規 格 ・ 仕 様 適 用 基 準 単位 備 考 

加
算
額

標準支柱より 

長い場合 

(B・Cタイプ) 

支柱間隔4ｍ
支柱を長くする必要のある場合は,12cm増す毎に対 

象となる規格・仕様の単価を加算額で加算する。 

ｍ 
対象 

数量 

支柱間隔3ｍ

支柱間隔2ｍ

曲げ支柱の場合 

(B・C タイプ) 

支柱間隔4ｍ

対象となる規格・仕様の単価を加算額で加算する。支柱間隔3ｍ

支柱間隔2ｍ

２－５ 直接工事費の算出 

直接工事費＝設計単価（注１）×設計数量＋加算額総金額（注２） 

(注１) 設計単価＝標準の市場単価×（１＋Ｓ0 orＳ1 orＳ2 orＳ3／ 100）×（Ｋ1×Ｋ2×Ｋ3） 

(注２) 加算額総金額＝加算額×使用数量 

３． 適用にあたっての留意事項 

市場単価の適用にあたっては，以下の点に留意すること。 

(１) 材料を含まない設置手間（機・労）の算出は，次式による。 

設置手間＝｛設置単価（標準の市場単価）×加算率×補正係数｝－材料費※(1) 

※（１）曲線部の場合,ビームの曲げ加工済みの材料費（標準材料費※(2)+曲げ加工費）とする。 

また，21ｍ未満の設置手間を算出する場合には，施工規模を考慮した材料費相当額（土中建込の場

合は標準材料費※(2)を 40％割増，コンクリート建込の場合には標準材料費※(2)を 30％割増）を控除

すること。 

※（２）21ｍ以上の場合の物価資料に掲載のある標準材料費（ｍ単価）を指す。 

(２) 景観色ガードレールの設置費（機・労・材）の算出は，次式による。 

（景観色ガードレールとは，景観に配慮した塗装（景観に配慮した防護柵の整備ガイドラインに基づく基本

３色等）を施した製品） 

設置費＝｛設置単価（標準の市場単価）×加算率×補正係数｝－材料費※(1)＋材料費（景観色）※(3)

※（３）21ｍ未満の材工共価格を算出する場合には，別途計上する材料費(景観色)に施工規模を考慮した

材料費相当額（土中建込の場合は標準材料費※(2)を 40％割増，コンクリート建込の場合には標準材

料費※(2)を 30％割増)を加算すること。 

(３) 耐雪型ガードレールの設置において，ガードレールＢ種・積雪ランク５，ガードレールＣ種・積雪ランク４

及び５は，上級種別の規格を適用する。 

(４) 移設の設置手間（機・労）の算出は，次式による。 

移設手間＝｛撤去単価（標準の市場単価）×補正係数} 

＋｛設置単価（標準の市場単価）×加算率×補正係数－材料費※(1)} 

(５) 随意契約による調整を行う追加工事の取扱いは，現工事の施工規模を考慮せず，単独工事として数量を判定

する。 

(６) 耐雪型ガードレールにおける根巻きコンクリートは，プレキャストコンクリートブロック、現場打設を問わ

ず適用可能。 

(７) コンクリート基礎ブロックの設置が必要な場合は，コンクリート基礎ブロック材料費・設置手間（機・労）

を別途計上する。 



② 910② 910 Ⅵ−2−③−8 ② 910② 910 Ⅵ−2−③−8



② 911② 911 Ⅵ−2−③−9 ②  911②  911 Ⅵ−2−③−9

コード番号 Ｓ 7 1 8 0

コード番号 Ｓ 7 1 8 0

コード番号 Ｓ 7 1 8 1

② 911② 911 Ⅵ−2−③−9

コード番号 Ｓ 7 1 8 0

コード番号 Ｓ 7 1 8 0

コード番号 Ｓ 7 1 8 1



② 912② 912 Ⅵ−2−③−10 ②  912②  912 Ⅵ−2−③−10

コード番号 Ｓ 7 1 8 2

コード番号 Ｓ 7 1 8 3

② 912② 912 Ⅵ−2−③−10

コード番号 Ｓ 7 1 8 2

コード番号 Ｓ 7 1 8 3



② 913② 913 Ⅵ−2−③−11 ② 913② 913 Ⅵ−2−③−11



② 914② 914 Ⅵ−2−③−12 ② 914② 914 Ⅵ−2−③−12

費（機・労）の算出は ,次式による。

費

Ⅵ-2-③-7 

２－４ 加算額 

(１) 加算額の適用基準 

表２．１１ 加算額の適用基準 

規 格 ・ 仕 様 適 用 基 準 単位 備 考 

加
算
額

標準支柱より 

長い場合 

(B・Cタイプ) 

支柱間隔4ｍ
支柱を長くする必要のある場合は,12cm増す毎に対 

象となる規格・仕様の単価を加算額で加算する。 

ｍ 
対象 

数量 

支柱間隔3ｍ

支柱間隔2ｍ

曲げ支柱の場合 

(B・C タイプ) 

支柱間隔4ｍ

対象となる規格・仕様の単価を加算額で加算する。支柱間隔3ｍ

支柱間隔2ｍ

２－５ 直接工事費の算出 

直接工事費＝設計単価（注１）×設計数量＋加算額総金額（注２） 

(注１) 設計単価＝標準の市場単価×（１＋Ｓ0 orＳ1 orＳ2 orＳ3／ 100）×（Ｋ1×Ｋ2×Ｋ3） 

(注２) 加算額総金額＝加算額×使用数量 

３． 適用にあたっての留意事項 

市場単価の適用にあたっては，以下の点に留意すること。 

(１) 材料を含まない設置手間（機・労）の算出は，次式による。 

設置手間＝｛設置単価（標準の市場単価）×加算率×補正係数｝－材料費※(1) 

※（１）曲線部の場合,ビームの曲げ加工済みの材料費（標準材料費※(2)+曲げ加工費）とする。 

また，21ｍ未満の設置手間を算出する場合には，施工規模を考慮した材料費相当額（土中建込の場

合は標準材料費※(2)を 40％割増，コンクリート建込の場合には標準材料費※(2)を 30％割増）を控除

すること。 

※（２）21ｍ以上の場合の物価資料に掲載のある標準材料費（ｍ単価）を指す。 

(２) 景観色ガードレールの設置費（機・労・材）の算出は，次式による。 

（景観色ガードレールとは，景観に配慮した塗装（景観に配慮した防護柵の整備ガイドラインに基づく基本

３色等）を施した製品） 

設置費＝｛設置単価（標準の市場単価）×加算率×補正係数｝－材料費※(1)＋材料費（景観色）※(3)

※（３）21ｍ未満の材工共価格を算出する場合には，別途計上する材料費(景観色)に施工規模を考慮した

材料費相当額（土中建込の場合は標準材料費※(2)を 40％割増，コンクリート建込の場合には標準材

料費※(2)を 30％割増)を加算すること。 

(３) 耐雪型ガードレールの設置において，ガードレールＢ種・積雪ランク５，ガードレールＣ種・積雪ランク４

及び５は，上級種別の規格を適用する。 

(４) 移設の設置手間（機・労）の算出は，次式による。 

移設手間＝｛撤去単価（標準の市場単価）×補正係数} 

＋｛設置単価（標準の市場単価）×加算率×補正係数－材料費※(1)} 

(５) 随意契約による調整を行う追加工事の取扱いは，現工事の施工規模を考慮せず，単独工事として数量を判定

する。 

(６) 耐雪型ガードレールにおける根巻きコンクリートは，プレキャストコンクリートブロック、現場打設を問わ

ず適用可能。 

(７) コンクリート基礎ブロックの設置が必要な場合は，コンクリート基礎ブロック材料費・設置手間（機・労）

を別途計上する。 



② 915② 915 Ⅵ−2−③−13 ② 915② 915 Ⅵ−2−③−13



② 916② 916 Ⅵ−2−③−14 ② 916② 916 Ⅵ－2－③－14



② 917② 917 Ⅵ−2−③−15 ② 917② 917 Ⅵ−2−③−15

コード番号 Ｓ 7 1 5 0

コード番号 Ｓ 7 1 5 3

コード番号 Ｓ 7 1 5 0

コード番号 Ｓ 7 1 5 1

コード番号 Ｓ 7 1 5 1



② 918② 918 Ⅵ−2−③−16 ② 918② 918 Ⅵ−2−③−16



② 919② 919 Ⅵ−2−③−17 ② 919② 919 Ⅵ−2−③−17



② 920② 920 Ⅵ−2−③−18 ②  920②  920 Ⅵ−2−③−18

４. 参考資料

②  920②  920 Ⅵ−2−③−18

４. 参考資料



② 921② 921 Ⅵ−2−③−19 ② 921② 921 Ⅵ−2−③−19



② 922② 922 Ⅵ−2−③−20 ② 922② 922 Ⅵ−2−③−20

コード番号 Ｓ 7 1 6 8

コード番号 Ｓ 7 1 6 8

コード番号 Ｓ 7 1 6 5

コード番号 Ｓ 7 1 6 6

コード番号 Ｓ 7 1 6 7



② 923② 923 Ⅵ−2−③−21 ② 923② 923 Ⅵ−2−③−21



② 924② 924 Ⅵ−2−③−22 ② 924② 924 Ⅵ−2−③−22



② 925② 925 Ⅵ−2−③−23 ② 925② 925 Ⅵ−2−③−23



② 926② 926 Ⅵ−2−③−24 ② 926② 926 Ⅵ−2−③−24



② 927② 927 Ⅵ−2−③−25 ② 927② 927 Ⅵ−2−③−25



②  928②  928 Ⅵ−2−③−26 ②  928②  928 Ⅵ−2−③−26

コード番号 Ｓ 7 1 7 0

コード番号 Ｓ 7 1 7 1

コード番号 Ｓ 7 1 7 2

Ⅵ-2-③-42

工 種
市場単価

機 労 材

支柱設置 ○ ○ ○

(注)１．材料の小運搬・持ち上げを含む。

２．支柱設置用アンカーの材料費及び設置費を含む。

３．支柱設置時に発生する残土の処理（処分費）は含まない。

２－２ 市場単価の規格・仕様区分

落石防止網（ロックネット）設置工の市場単価の規格・仕様区分は下表のとおりである。

表２．１ 市場単価の規格・仕様区分 （金網・ロープ設置）

規 格・仕 様 単 位

亜鉛メッキ３，４種（Ｚ－ＧＳ３，４） 線径 2.6mm ㎡

亜鉛メッキ３，４種（Ｚ－ＧＳ３，４） 線径 3.2mm ㎡

亜鉛メッキ３，４種（Ｚ－ＧＳ３，４） 線径 4.0mm ㎡

亜鉛メッキ３，４種（Ｚ－ＧＳ３，４） 線径 5.0mm ㎡

(注)１．表中の（ ）内は，JIS Ｇ ３５５２による。

２．金網の表面仕様は，亜鉛メッキ３，４種（Ｚ－ＧＳ３，４）を標準とし，亜鉛メッキカラ

ー３，４種（Ｃ－ＧＳ３，４），厚メッキ７種（Ｚ－ＧＳ７），厚メッキカラー７種（Ｃ－Ｇ

Ｓ７）及び合成樹脂（ポリエチレン）被覆３，４種（Ｅ－ＧＨ３，４）を使用する場合は，

補正係数を適用する。

表２．２ 市場単価の規格・仕様区分 （アンカー設置）

規 格・仕 様 単 位

岩盤用

Ｄ22mm ×長 1,000mm 箇所

Ｄ25mm ×長 1,000mm 箇所

Ｄ29mm ×長 1,000mm 箇所

Ｄ32mm ×長 1,000mm 箇所

土中用

羽根付アンカー 径 25mm ×長 1,500mm 箇所

高耐力アンカー

（プレート羽付）

アンカー有効長 1,500mm 箇所

アンカー有効長 2,000mm 箇所

高耐力アンカー

（溝形鋼羽付）

アンカー有効長 1,500mm 箇所

アンカー有効長 2,000mm 箇所

表２．３ 市場単価の規格・仕様区分（支柱設置）

規 格・仕 様 単 位

ポケット式支柱

（アンカー固定式）

支柱高 2.0ｍ 箇所

支柱高 2.5ｍ 箇所

支柱高 3.0ｍ 箇所

支柱高 3.5ｍ 箇所

支柱高 4.0ｍ 箇所

(注) 支柱設置用のアンカーは岩盤用を標準とし，土中用の場合は補正係数を適用する。
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工 種
市場単価

機 労 材

支柱設置 ○ ○ ○

(注)１．材料の小運搬・持ち上げを含む。

２．支柱設置用アンカーの材料費及び設置費を含む。

３．支柱設置時に発生する残土の処理（処分費）は含まない。

２－２ 市場単価の規格・仕様区分

落石防止網（ロックネット）設置工の市場単価の規格・仕様区分は下表のとおりである。

表２．１ 市場単価の規格・仕様区分 （金網・ロープ設置）

規 格・仕 様 単 位

亜鉛メッキ３，４種（Ｚ－ＧＳ３，４） 線径 2.6mm ㎡

亜鉛メッキ３，４種（Ｚ－ＧＳ３，４） 線径 3.2mm ㎡

亜鉛メッキ３，４種（Ｚ－ＧＳ３，４） 線径 4.0mm ㎡

亜鉛メッキ３，４種（Ｚ－ＧＳ３，４） 線径 5.0mm ㎡

(注)１．表中の（ ）内は，JIS Ｇ ３５５２による。

２．金網の表面仕様は，亜鉛メッキ３，４種（Ｚ－ＧＳ３，４）を標準とし，亜鉛メッキカラ

ー３，４種（Ｃ－ＧＳ３，４），厚メッキ７種（Ｚ－ＧＳ７），厚メッキカラー７種（Ｃ－Ｇ

Ｓ７）及び合成樹脂（ポリエチレン）被覆３，４種（Ｅ－ＧＨ３，４）を使用する場合は，

補正係数を適用する。

表２．２ 市場単価の規格・仕様区分 （アンカー設置）

規 格・仕 様 単 位

岩盤用

Ｄ22mm ×長 1,000mm 箇所

Ｄ25mm ×長 1,000mm 箇所

Ｄ29mm ×長 1,000mm 箇所

Ｄ32mm ×長 1,000mm 箇所

土中用

羽根付アンカー 径 25mm ×長 1,500mm 箇所

高耐力アンカー

（プレート羽付）

アンカー有効長 1,500mm 箇所

アンカー有効長 2,000mm 箇所

高耐力アンカー

（溝形鋼羽付）

アンカー有効長 1,500mm 箇所

アンカー有効長 2,000mm 箇所

表２．３ 市場単価の規格・仕様区分（支柱設置）

規 格・仕 様 単 位

ポケット式支柱

（アンカー固定式）

支柱高 2.0ｍ 箇所

支柱高 2.5ｍ 箇所

支柱高 3.0ｍ 箇所

支柱高 3.5ｍ 箇所

支柱高 4.0ｍ 箇所

(注) 支柱設置用のアンカーは岩盤用を標準とし，土中用の場合は補正係数を適用する。
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工 種
市場単価

機 労 材

支柱設置 ○ ○ ○

(注)１．材料の小運搬・持ち上げを含む。

２．支柱設置用アンカーの材料費及び設置費を含む。

３．支柱設置時に発生する残土の処理（処分費）は含まない。

２－２ 市場単価の規格・仕様区分

落石防止網（ロックネット）設置工の市場単価の規格・仕様区分は下表のとおりである。

表２．１ 市場単価の規格・仕様区分 （金網・ロープ設置）

規 格・仕 様 単 位

亜鉛メッキ３，４種（Ｚ－ＧＳ３，４） 線径 2.6mm ㎡

亜鉛メッキ３，４種（Ｚ－ＧＳ３，４） 線径 3.2mm ㎡

亜鉛メッキ３，４種（Ｚ－ＧＳ３，４） 線径 4.0mm ㎡

亜鉛メッキ３，４種（Ｚ－ＧＳ３，４） 線径 5.0mm ㎡

(注)１．表中の（ ）内は，JIS Ｇ ３５５２による。

２．金網の表面仕様は，亜鉛メッキ３，４種（Ｚ－ＧＳ３，４）を標準とし，亜鉛メッキカラ

ー３，４種（Ｃ－ＧＳ３，４），厚メッキ７種（Ｚ－ＧＳ７），厚メッキカラー７種（Ｃ－Ｇ

Ｓ７）及び合成樹脂（ポリエチレン）被覆３，４種（Ｅ－ＧＨ３，４）を使用する場合は，

補正係数を適用する。

表２．２ 市場単価の規格・仕様区分 （アンカー設置）

規 格・仕 様 単 位

岩盤用

Ｄ22mm ×長 1,000mm 箇所

Ｄ25mm ×長 1,000mm 箇所

Ｄ29mm ×長 1,000mm 箇所

Ｄ32mm ×長 1,000mm 箇所

土中用

羽根付アンカー 径 25mm ×長 1,500mm 箇所

高耐力アンカー

（プレート羽付）

アンカー有効長 1,500mm 箇所

アンカー有効長 2,000mm 箇所

高耐力アンカー

（溝形鋼羽付）

アンカー有効長 1,500mm 箇所

アンカー有効長 2,000mm 箇所

表２．３ 市場単価の規格・仕様区分（支柱設置）

規 格・仕 様 単 位

ポケット式支柱

（アンカー固定式）

支柱高 2.0ｍ 箇所

支柱高 2.5ｍ 箇所

支柱高 3.0ｍ 箇所

支柱高 3.5ｍ 箇所

支柱高 4.0ｍ 箇所

(注) 支柱設置用のアンカーは岩盤用を標準とし，土中用の場合は補正係数を適用する。
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工 種
市場単価

機 労 材

支柱設置 ○ ○ ○

(注)１．材料の小運搬・持ち上げを含む。

２．支柱設置用アンカーの材料費及び設置費を含む。

３．支柱設置時に発生する残土の処理（処分費）は含まない。

２－２ 市場単価の規格・仕様区分

落石防止網（ロックネット）設置工の市場単価の規格・仕様区分は下表のとおりである。

表２．１ 市場単価の規格・仕様区分 （金網・ロープ設置）

規 格・仕 様 単 位

亜鉛メッキ３，４種（Ｚ－ＧＳ３，４） 線径 2.6mm ㎡

亜鉛メッキ３，４種（Ｚ－ＧＳ３，４） 線径 3.2mm ㎡

亜鉛メッキ３，４種（Ｚ－ＧＳ３，４） 線径 4.0mm ㎡

亜鉛メッキ３，４種（Ｚ－ＧＳ３，４） 線径 5.0mm ㎡

(注)１．表中の（ ）内は，JIS Ｇ ３５５２による。

２．金網の表面仕様は，亜鉛メッキ３，４種（Ｚ－ＧＳ３，４）を標準とし，亜鉛メッキカラ

ー３，４種（Ｃ－ＧＳ３，４），厚メッキ７種（Ｚ－ＧＳ７），厚メッキカラー７種（Ｃ－Ｇ

Ｓ７）及び合成樹脂（ポリエチレン）被覆３，４種（Ｅ－ＧＨ３，４）を使用する場合は，

補正係数を適用する。

表２．２ 市場単価の規格・仕様区分 （アンカー設置）

規 格・仕 様 単 位

岩盤用

Ｄ22mm ×長 1,000mm 箇所

Ｄ25mm ×長 1,000mm 箇所

Ｄ29mm ×長 1,000mm 箇所

Ｄ32mm ×長 1,000mm 箇所

土中用

羽根付アンカー 径 25mm ×長 1,500mm 箇所

高耐力アンカー

（プレート羽付）

アンカー有効長 1,500mm 箇所

アンカー有効長 2,000mm 箇所

高耐力アンカー

（溝形鋼羽付）

アンカー有効長 1,500mm 箇所

アンカー有効長 2,000mm 箇所

表２．３ 市場単価の規格・仕様区分（支柱設置）

規 格・仕 様 単 位

ポケット式支柱

（アンカー固定式）

支柱高 2.0ｍ 箇所

支柱高 2.5ｍ 箇所

支柱高 3.0ｍ 箇所

支柱高 3.5ｍ 箇所

支柱高 4.0ｍ 箇所

(注) 支柱設置用のアンカーは岩盤用を標準とし，土中用の場合は補正係数を適用する。
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② 929② 929 Ⅵ−2−③−27 ② 929② 929 Ⅵ−2−③−27



② 930② 930 Ⅵ−2−③−28 ② 930② 930 Ⅵ−2−③−28



② 931② 931 Ⅵ−2−③−29 ② 931② 931 Ⅵ−2−③−29



② 932② 932 Ⅵ−2−④−1 ② 932② 932 Ⅵ−2−④−1



② 933② 933 Ⅵ−2−④−2 ② 933② 933 Ⅵ−2−④−2



② 934② 934 Ⅵ−2−④−3 ② 934② 934 Ⅵ−2−④−3



②  935②  935 Ⅵ−2−④−4 ②  935②  935 Ⅵ−2−④−4

コード番号 Ｓ 7 0 4 0

コード番号 Ｓ 7 0 4 0

コード番号 Ｓ 7 0 4 6

コード番号 Ｓ 7 0 4 1（植生基材）
Ｓ 7 0 4 2（客土・種子）

コード番号 Ｓ 7 0 4 4（マット・シート）
Ｓ 7 0 4 5（上記以外）

②  935②  935 Ⅵ−2−④−4

コード番号 Ｓ 7 0 4 0

コード番号 Ｓ 7 0 4 0

コード番号 Ｓ 7 0 4 6

コード番号 Ｓ 7 0 4 1（植生基材）
Ｓ 7 0 4 2（客土・種子）

コード番号 Ｓ 7 0 4 4（マット・シート）
Ｓ 7 0 4 5（上記以外）

②  935②  935 Ⅵ−2−④−4

コード番号 Ｓ 7 0 4 0

コード番号 Ｓ 7 0 4 0

コード番号 Ｓ 7 0 4 6

コード番号 Ｓ 7 0 4 1（植生基材）
Ｓ 7 0 4 2（客土・種子）

コード番号 Ｓ 7 0 4 4（マット・シート）
Ｓ 7 0 4 5（上記以外）

②  935②  935 Ⅵ−2−④−4

コード番号 Ｓ 7 0 4 0

コード番号 Ｓ 7 0 4 0

コード番号 Ｓ 7 0 4 6

コード番号 Ｓ 7 0 4 1（植生基材）
Ｓ 7 0 4 2（客土・種子）

コード番号 Ｓ 7 0 4 4（マット・シート）
Ｓ 7 0 4 5（上記以外）

②  935②  935 Ⅵ−2−④−4

コード番号 Ｓ 7 0 4 0

コード番号 Ｓ 7 0 4 0

コード番号 Ｓ 7 0 4 6

コード番号 Ｓ 7 0 4 1（植生基材）
Ｓ 7 0 4 2（客土・種子）

コード番号 Ｓ 7 0 4 4（マット・シート）
Ｓ 7 0 4 5（上記以外）

②  935②  935 Ⅵ−2−④−4

コード番号 Ｓ 7 0 4 0

コード番号 Ｓ 7 0 4 0

コード番号 Ｓ 7 0 4 6

コード番号 Ｓ 7 0 4 1（植生基材）
Ｓ 7 0 4 2（客土・種子）

コード番号 Ｓ 7 0 4 4（マット・シート）
Ｓ 7 0 4 5（上記以外）

②  935②  935 Ⅵ−2−④−4

コード番号 Ｓ 7 0 4 0

コード番号 Ｓ 7 0 4 0

コード番号 Ｓ 7 0 4 6

コード番号 Ｓ 7 0 4 1（植生基材）
Ｓ 7 0 4 2（客土・種子）

コード番号 Ｓ 7 0 4 4（マット・シート）
Ｓ 7 0 4 5（上記以外）

②  935②  935 Ⅵ−2−④−4

コード番号 Ｓ 7 0 4 0

コード番号 Ｓ 7 0 4 0

コード番号 Ｓ 7 0 4 6

コード番号 Ｓ 7 0 4 1（植生基材）
Ｓ 7 0 4 2（客土・種子）

コード番号 Ｓ 7 0 4 4（マット・シート）
Ｓ 7 0 4 5（上記以外）



② 936② 936 Ⅵ−2−④−5 ② 936② 936 Ⅵ−2−④−5



② 937② 937 Ⅵ−2−④−6 ② 937② 937 Ⅵ−2−④−6



② 938② 938 Ⅵ−2−④−7 ② 938② 938 Ⅵ−2−④−7



② 939② 939 Ⅵ−2−④−8 ② 939② 939 Ⅵ−2−④−8

６) 耳芝工のみを施工する時は，土木工事標準積算基準〔Ⅲ〕による。



② 940② 940 Ⅵ−2−④−9 ② 940② 940 Ⅵ−2−④−9



② 941② 941 Ⅵ−2−④−10 ② 941② 941 Ⅵ−2−④−10



② 942② 942 Ⅵ−2−④−11 ② 942② 942 Ⅵ−2−④−11



② 943② 943 Ⅵ−2−④−12 ②  943②  943 Ⅵ−2−④−12

コード番号 Ｓ 7 1 1 1（吹付枠）
Ｓ 7 1 1 2（ラス張）

② 943② 943 Ⅵ−2−④−12

コード番号 Ｓ 7 1 1 1（吹付枠）
Ｓ 7 1 1 2（ラス張）



② 944② 944 Ⅵ−2−④−13 ② 944② 944 Ⅵ−2−④−13

Ⅵ-2-④-16

２－４ 加算額

加算額の適用基準

表２．４ 加算額の適用

規 格 ・ 仕 様 適 用 基 準 単 位

加
算
額

水切モルタル・コンクリート
水切モルタル・コンクリートを施工する場合，

設計数量にしたがって加算する。
㎥

表面コテ仕上げをする場合
吹付表面をコテ仕上げする場合，設計数量に

したがって加算する。
㎡

間詰モルタル・コンクリート
間詰モルタル・コンクリートを施工する場合，

設計数量にしたがって加算する。
㎥

２－５ 直接工事費の算出

直接工事費＝（設計単価（注１）×設計数量）＋加算額総金額（注２）

(注１) 設計単価＝標準の市場単価×（１＋Ｓ0又はＳ1，Ｓ2又はＳ3／100）×（Ｋ1×Ｋ2）

(注２) 加算額総金額＝加算額×総数量

３． 適用にあたっての留意事項

市場単価の適用にあたっては，以下の点に留意すること。

(１) 法枠長を計上する際の梁の距離は，下記を基本とする。

計算方法

縦枠：Ｈ×{（Ｌ－Ｗ）÷Ｂ＋１} 

横枠：ｂ×{（Ｌ－Ｗ）÷Ｂ}×{（Ｈ－Ｗ）÷Ａ＋１} 

(２) 土質及び法勾配は問わない。

(３) モルタル・コンクリートの強度は 18Ｎ／mm2程度以上とする。

(４) 異形棒鋼の材質は SD295，SD345を問わない。 

(５) スターラップ（梁断面サイズ 400×400以上）及び水抜パイプの有無は問わない。

(６) 仮設ロープ等による施工を標準とする。

(７) 主アンカー（法枠交点部のアンカー）の種類による市場単価の適用の可否は次表による。

また，主アンカーに使用するアンカーバー及び補助アンカー（アンカーピン）の長さは 1.0ｍ以内とする。



② 945② 945 Ⅵ−2−④−14 ② 945② 945 Ⅵ−2−④−14



② 946② 946 Ⅵ−2−④−15 ② 946② 946 Ⅵ−2−④−15



② 947② 947 Ⅵ−2−⑤−1 ②  947②  947 Ⅵ−2−⑤−1

Ⅵ-2-⑤-1 

⑤ 道 路 植 栽 工

１． 適 用 範 囲

本資料は，市場単価方式による，道路植栽工に適用する。なお，高木とは樹高３ｍ以上，中木とは樹高 60 ㎝以

上３ｍ未満，低木とは樹高 60 ㎝未満とする。また，幹周とは根鉢の上端から高さ 1.2ｍでの幹の周囲長とし，幹が

枝分かれしている場合の幹周は各々の総和の 70％とする。 

１－１ 市場単価が適用出来る範囲 

(１) 道路及び道路施設の植樹工，植樹管理及び移植工。 

１－２ 市場単価を適用出来ない範囲 

(１) 特別調査等別途考慮するもの。 

１) 植樹工で園芸を目的として草花類を植樹する場合。 

２) 植樹工の高木幹周 60cm 以上 90cm 未満を人力施工する場合。 

３) 地被類植付工でささ類,木草本類,つる性類以外を使用する場合。 

４) 地被類植付工でコンテナ径12cmを超える被地類,または高さ(長さ)60cmを超える地被類を使用する場合。 

５） 植樹管理(せん定)で定期的なせん定を行っていない場合 

６) 移植工のうち，あらかじめ根切りを行い，埋め戻しておき，後日移植する場合。 

７) 植樹管理(除草)を機械施工する場合。 

８) 離島及び山間僻地等で，明らかに単価が異なると判断される地域の場合。

９) その他，規格・仕様等が適合せず，市場単価が適用出来ない場合。 

２． 市場単価の設定 

２－１ 市場単価の構成と範囲 

市場単価で対応しているのは，機・労・材の○及びフロー図の実線部分である。 

工 種 
市場単価

機 労 材

植樹工 ○ ○

※

×

(注)１．樹木及び土壌改良材の材料費については別途計上すること。 

２．補植において枯木の撤去を行った場合の枯木の運搬は含まれるが処分費は別途計上すること。 

３．※については，施工単価入力基準表(WB811210)で考慮されているため別途計上する必要はない。

(注) １．発生材処分における運搬を含む。

２．運搬距離にかかわらず適用出来る。

工 種 
市場単価

機 労 材

支柱設置 ○ ○

工 種 
市場単価

機 労 材

支柱撤去 ○ ○
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Ⅵ-2-⑤-1 

⑤ 道 路 植 栽 工

１． 適 用 範 囲

本資料は，市場単価方式による，道路植栽工に適用する。なお，高木とは樹高３ｍ以上，中木とは樹高 60 ㎝以

上３ｍ未満，低木とは樹高 60 ㎝未満とする。また，幹周とは根鉢の上端から高さ 1.2ｍでの幹の周囲長とし，幹が

枝分かれしている場合の幹周は各々の総和の 70％とする。 

１－１ 市場単価が適用出来る範囲 

(１) 道路及び道路施設の植樹工，植樹管理及び移植工。 

１－２ 市場単価を適用出来ない範囲 

(１) 特別調査等別途考慮するもの。 

１) 植樹工で園芸を目的として草花類を植樹する場合。 

２) 植樹工の高木幹周 60cm 以上 90cm 未満を人力施工する場合。 

３) 地被類植付工でささ類,木草本類,つる性類以外を使用する場合。 

４) 地被類植付工でコンテナ径12cmを超える被地類,または高さ(長さ)60cmを超える地被類を使用する場合。 

５） 植樹管理(せん定)で定期的なせん定を行っていない場合 

６) 移植工のうち，あらかじめ根切りを行い，埋め戻しておき，後日移植する場合。 

７) 植樹管理(除草)を機械施工する場合。 

８) 離島及び山間僻地等で，明らかに単価が異なると判断される地域の場合。

９) その他，規格・仕様等が適合せず，市場単価が適用出来ない場合。 

２． 市場単価の設定 

２－１ 市場単価の構成と範囲 

市場単価で対応しているのは，機・労・材の○及びフロー図の実線部分である。 

工 種 
市場単価

機 労 材

植樹工 ○ ○

※

×

(注)１．樹木及び土壌改良材の材料費については別途計上すること。 

２．補植において枯木の撤去を行った場合の枯木の運搬は含まれるが処分費は別途計上すること。 

３．※については，施工単価入力基準表(WB811210)で考慮されているため別途計上する必要はない。

(注) １．発生材処分における運搬を含む。

２．運搬距離にかかわらず適用出来る。

工 種 
市場単価

機 労 材

支柱設置 ○ ○

工 種 
市場単価

機 労 材

支柱撤去 ○ ○
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②  947②  947 Ⅵ−2−⑤−1 ②  947②  947 Ⅵ−2−⑤−1



② 948② 948 Ⅵ−2−⑤−2 ② 948② 948 Ⅵ−2−⑤−2

（注）地被類及び土壌改良材の材料費については別途計上すること。

×
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本 体 溶 接 済 み
（

㎜
）
 

（
㎏
/ｍ

）
 

（
㎏
/1
.8
ｍ
）
 

中 外 道 路

ガ
イ
ス
ラ
イ
ド
ジ
ョ
イ
ン
ト
 

GS
-2
0,
25
,3
0,
50
,8
0,
10
0,
12
5,
15
0,
17
5,
20
0,
22
0 

○
 

○
○
 

○
2
0～

22
0 

○
 

4
.0
 

8
3～

11
9 

○
 

○
○

 

ス
ー
パ
ー
ガ
イ
ト
ッ
プ
ジ
ョ
イ
ン
ト

SG
Td
-2
0,
25
,3
0,
50
 

○
 

○
○
 

○
○
 

2
0～

50
 
○

 
6
.2
 

5
0～

56
 

○
 

○
○

 
誘
導
板
別
途
 

SG
Td
-8
0,
10
0 

○
 

○
○
 

○
○
 

8
0～

10
0 

○
 

1
2.
5 

7
0～

83
 

○
 

○
○

 
〃
 

SG
Td
-1
25
,1
50
,1
75
 

○
 

○
○
 

○
○
 

1
25
～

17
5 

○
 

1
2.
5 

9
5～

16
0 

○
 

○
○

 
〃
 

メ
タ
ル
ガ
ー
ジ
ョ
イ
ン
ト

NL
-2
0F
L,
30
FL
,4
0F
L,
50
FL
,6
0F
L,
70
FL
 

○
 

○
○
 

○
○
 

2
0～

70
 
○

 
6
.2
～
12
.
5 

5
9～

14
9 

○
 

○
○

 
〃
 

NT
-8
0F
FL
,1
OO
FF
L 

○
 

○
○
 

○
○
 

8
0～

10
0 

○
 

1
2.
5 

9
0
～

1
8
0
 

○
 

○
○

 
〃
 

Ｃ
Ｇ
ス
チ
ー
ル
ジ
ョ
イ
ン
ト
 

NL
-2
0F
,3
0F
,4
0F
,5
0F
,6
0F
 

○
 

○
○
 

○
○
 

2
0～

60
 
○

 
6
.2
～
12
.
5 

5
0～

79
 

○
 

○
○

 
〃
 

メ
タ
ル
ト
ッ
プ
ス
ー
パ
ー
Ｌ
ジ
ョ
イ
ン
ト
 

MT
S-
35
L,
50
L,
90
L 

○
 

○
○
 

○
○
 

3
5～

90
 
○

 
9
.4
 

7
9～

17
6 

○
 

○
○

 
○

〃
 

メ
タ
ル
ト
ッ
プ
ス
ー
パ
ー
ジ
ョ
イ
ン
ト
 

MT
S-
35
,5
0,
90
 

○
 

○
○
 

○
○
 

3
5～

90
 
○

 
9
.4
 

7
2～

85
 

○
 

○
○

 
○

〃
 

ラ
バ
エ
ー
ス
ジ
ョ
イ
ン
ト

RT
S-
35
,5
0,
90
 

○
 

○
○
 

○
○
 

3
5～

90
 
○

 
9
.4
 

4
7～

49
 
○

 
○

○
 

○

RT
H-
35
,6
0 

○
 

○
○
 

○
○
 

○
3
5～

60
 
○

 
6
.2
 

4
1～

47
 
○

 
○

○
 

誘
導
板
別
途
 

RT
-A
S 

○
 

○
○
 

○
○
 

○
2
0 

○
 

6
.2
 

4
1 

○
 

○
○

 
〃
 

Ｐ
Ｃ
Ｊ
ジ
ョ
イ
ン
ト
 

PC
J-
20
,2
5 

○
 

○
○
 

○
○
 

2
0～

25
 
○

 
6
.2
 

4
9～

50
 
○

 
○

○
 

〃
 

PC
J-
35
 

○
 

○
○
 

○
○
 

2
0～

35
 
○

 
6
.2
 

5
8 

○
 

○
○

 
〃
 

秩 父 産 業 

メ
タ
ル
ジ
ョ
イ
ン
ト

LC
-A
40
,A
60
,A
90
,A
12
0,
A1
70
 

○
 

○
○
 

○
4
0～

17
0 

○
 

6
.2
 

7
7.
5～

12
9.
0 

○
 

○
○

 

KC
-A
20
,A
30
,A
50
,A
70
 

○
 

○
○
 

○
○
 

2
0～

70
 
○

 
6
.2
 

6
5.
5～

14
1.
4 

○
 

○
○

 

SC
-A
30
 

○
 

○
○
 

○
○
 

3
0 

○
 

4
.0
 

3
3.
3 

○
 

○
○

 

KC
-A
20
G,
A3
0G
,A
50
G,
A7
0G
 

○
 

○
○
 

○
○
 

○
2
0～

70
 
○

 
6
.2
 

7
0.
7～

14
8.
2 

○
 

○
○

 
片
側
誘
導
板
付
き
 

KC
-A
20
WG
,A
30
WG
,A
50
WG
,A
70
WG
 

○
 

○
○
 

○
○
 

○
2
0～

70
 
○

 
6
.2
 

7
6.
9～

15
6.
4 

○
 

○
○

 
両
側
誘
導
板
付
き
 

SC
-A
30
WG
 

○
 

○
○
 

○
○
 

○
3
0 

○
 

4
.0
 

3
9.
6 

○
 

○
○

 
〃
 



② 966② 966 Ⅵ−2−⑥−7

Ⅵ-2-⑥-7

＜
参
考
資
料
＞

◆
市
場
単
価
適
用
可
能

橋
梁
用
伸
縮
継
手
装
置
一
覧
表

製
 

作
 

会
社

名
 

伸
 
縮

 
装

 
置

 

【
 
用
 
 
途
 
 
関
 
 
係

 
】

 
【

 
構

 
 

 
造

 
 
 

関
 

 
 

係
 

】
 

摘
 
要

 

歩
車
道

 

区
 

分
 

積
雪
地

 

対
 

応
 

設
 

置
 

方
 

向
 

遊
間
部

 

形
 

状
 

伸 縮 量

非 排 水 構 造

補 強 鉄 筋 重 量

※ 本 体 重 量

本
体
付
属
ｱﾝ
ｶｰ
 

特 殊 型 枠 使 用

分
類

 
形

式
 

本 体 価 格 に 含 む

名
 

 
称

 
型
 
 
番

 

車 道 用

歩 道 用

専 用 型

仕 様 有 り

道 路 縦 断 方 向

道 路 横 断 方 向

直 線 型

歯 型

軽 量 型

普 通 型

ボ ル ト 後 締 め

本 体 溶 接 済 み
（

㎜
）
 

（
㎏
/ｍ

）
 

（
㎏
/1
.8
ｍ
）
 

東 京 フ ァ ブ リ ッ ク 工 業 

ブ
ロ
フ
ジ
ョ
イ
ン
ト
 

Nx
型
20
,3
0,
40
,5
0,
60
 

〇
 

〇
 

〇
 

〇
 

2
0
～
6
0
 

〇
 

6
.
2
4
 

6
3
～
1
0
2
 

〇
 

〇
 

〇
 

Nx
型
20
,3
0,
40
,5
0,
60
,8
0,
10
0 

〇
 

〇
 

〇
 

〇
 

2
0
～
1
0
0
 

〇
 

6
.
2
4
 

5
3
～
9
6
 

〇
 

〇
 

〇
 

Nx
型
20
,3
0,
40
,5
0,
60
,8
0,
10
0 

〇
 

〇
 

〇
 

〇
 

2
0
～
1
0
0
 

〇
 

6
.
2
4
 

6
7
～
1
2
2
 

〇
 

〇
 

〇
 

二
重
止
水
構
造
付
き
 

CD
x型

20
,3
0,
40
,5
0,
60
 

〇
 

〇
 

〇
 

2
0
～
6
0
 

〇
 

6
.
2
4
 

6
0
～
1
1
7
 

〇
 

〇
 

〇
 

CD
x型

20
,3
0,
40
,5
0,
60
 

〇
 

〇
 

〇
 

〇
 

2
0
～
6
0
 

〇
 

6
.
2
4
 

6
5
～
1
1
9
 

〇
 

〇
 

〇
 

誘
導
板
付
き
 

CD
x型

20
,3
0,
40
,5
0,
60
 

〇
 

〇
 

〇
 

2
0
～
6
0
 

〇
 

6
.
2
4
 

8
7
～
1
4
3
 

〇
 

〇
 

〇
 

二
重
止
水
構
造
付
き
 

CD
x型

20
,3
0,
40
,5
0,
60
 

〇
 

〇
 

〇
 

〇
 

2
0
～
6
0
 

〇
 

6
.
2
4
 

9
1
～
1
4
7
 

〇
 

〇
 

〇
 

二
重
止
水
構
造
付
き
、
誘
導
板
付
き
 

NⅡ
型
 
20
,2
5,
35
,5
0,
60
 

○
 

○
○
 

○
○
 

2
0
～
6
0
 

○
 

3
.
9
8
 

5
9
.
0
～
9
1
.
5
 

○
 

○
○
 

SW
型
20
,4
0,
60
,1
00
 

○
 

○
○
 

2
0
～
1
0
0
 

○
 

5
.
9
7
～
9
.
9
5
 

6
1
.
7
～
1
6
4
.
5
 

○
 

○
○
 

ブ
ロ
フ
ジ
ョ
イ
ン
ト
 

(
耐
グ
レ
ー
ダ
ー
用
) 

NⅡ
型
 
20
,2
5,
35
,5
0,
60
 

○
 

○
○
 

○
○
 

2
0
～
6
0
 

○
 

3
.
9
8
 

8
0
.
3
～
1
1
9
.
1
 

○
 

○
○
 

誘
導
板
付
き
 

CD
S型

20
,2
5,
35
,5
0,
60
 

○
 

○
○
 

○
○
 

2
0
～
6
0
 

○
 

3
.
9
8
 

5
7
.
9
～
1
0
2
.
3
 

○
 

○
○
 

〃
 

SW
型
20
,4
0,
60
 

○
 

○
○
 

○
2
0
～
6
0
 

○
 

5
.
9
7
～
9
.
9
5
 

6
8
.
5
～
1
3
3
.
6
 

○
 

○
○
 

〃
 

Ｅ
Ｐ
ジ
ョ
イ
ン
ト
 

Ｅ
Ｐ
型
30
 

○
 

○
○
 

○
3
0
 

○
 

1
.
9
9
 

3
1
.
5
 

○
 

○
○
 

ニ ッ タ

ト
ラ
ン
ス
フ
レ
ッ
ク
ス
ジ
ョ
イ
ン
ト

T
F
-
S
,
T
F
-
S
5
0
 

○
 

○
○
 

○
○
 

3
5
～
4
0
 

○
 

8
.
4
 

2
2
.
0
～
3
9
.
1
 

○
 

○
○
 

H
T
F
-
S
,
H
T
F
-
S
5
0
 

○
 

○
○
 

○
○
 

3
5
～
4
0
 

○
 

5
.
0
 

2
2
～
3
9
 

○
 

○

Ｓ
Ｐ
ジ
ョ
イ
ン
ト
 

2
0
N
,
3
0
N
,
5
0
N
,
7
0
N
,
8
0
N
 

○
 

○
○
 

○
○
 

2
0
～
8
0
 

○
 

6
.
2
 

5
2
.
8
～
1
3
3
.
2
 

○
 

○
○
 

2
0
S
,
3
0
S
,
5
0
S
,
7
0
S
,
8
0
S
 

○
 

○
○
 

○
○
 

○
2
0
～
8
0
 

○
 

6
.
2
 

5
9
.
2
～
1
4
2
.
4
 

○
 

○
○
 

誘
導
板
付
き
 

Ｃ
Ｗ
ジ
ョ
イ
ン
ト
 

2
0
R
,
3
0
R
,
4
0
R
,
5
0
R
,
6
0
R
 

○
 

○
○
 

○
○
 

2
0
～
6
0
 

○
 

6
.
2
 

5
1
.
3
～
1
1
1
.
6
 

○
 

○
○
 

2
0
S
,
3
0
S
,
4
0
S
,
5
0
S
,
6
0
S
 

○
 

○
○
 

○
○
 

○
2
0
～
6
0
 

○
 

6
.
2
 

5
9
.
2
～
1
1
9
.
2
 

○
 

○
○
 

誘
導
板
付
き
 

Ａ
Ｆ
ジ
ョ
イ
ン
ト
 

5
0
,
7
0
,
1
0
0
,
1
6
0
 

○
 

○
○
 

○
5
0
～
1
6
0
 

○
 

2
.
0
 

1
9
.
3
～
3
1
.
7
 

○
 

○
○
 

ト
ラ
ン
ス
フ
レ
ッ
ク
ス
ジ
ョ
イ
ン
ト

№
3
5
,
4
5
,
5
0
 

○
 

○
○
 

○
○
 

○
3
5
～
5
0
 

○
 

1
3
.
0
 

3
2
.
6
～
4
9
.
0
 

○
 

○
○
 

○
誘
導
板
別
途
 

№
6
0
,
7
0
,
8
0
 

○
 

○
○
 

○
○
 

○
6
0
～
8
0
 

○
 

1
3
.
5
 

6
2
.
5
～
8
7
.
5
 

○
 

○
○
 

○
 
 
〃
 

№
1
0
0
 

○
 

○
○
 

○
○
 

○
1
0
0
 

○
 

1
4
.
0
 

1
5
5
.
0
 

○
 

○
○
 

○
 
 
〃
 

日 本 橋 梁 工 業 

ダ
イ
ヤ
フ
リ
ー
ジ
ョ
イ
ン
ト
 

K
-
4
0

○
 

○
○
 

○
○
 

4
0
 

○
 

9
.
6
 

4
4
.
1
 

○
 

○
別
途
 

○
 

誘
導
板
別
途
,
 

K
-
4
0
T

○
 

○
○
 

○
○
 

○
9
.
6
 

4
4
.
1
 

○
 

○
別
途
 

○
 

誘
導
板
別
途
、
橋
軸
伸
縮
量

3
5m
m、

鉛
直
伸
縮
量

2
0m
m 

K
-
5
0
T
,
8
0
T

○
 

○
○
 

○
○
 

○
8
.
9
 

8
0
.
9
～
9
3
.
1
 

○
 

○
別
途
 

○
 

誘
導
板
別
途
、
橋
軸
伸
縮
量

3
5～

5
0m
m、

鉛
直
伸
縮
量

3
0～

4
0m
m 

鉛
直
伸
縮
量

3
0～

4
0m
m

K
-
5
0
,
8
0
,
1
1
0

○
 

○
○
 

○
○
 

5
0
～
1
0
0
 

○
 

8
.
9
～
1
7
.
9
 

8
9
.
2
～
1
6
2
.
7
 

○
 

○
別
途
 

○
 

誘
導
板
別
途
 

日
本

鋳
造
 

マ
ウ
ラ
ー
ジ
ョ
イ
ン
ト

E
-
8
0

○
 

○
○
 

○
○
 

8
0
 

○
 

2
5
.
0
 

1
1
7
.
0
 

○
 

○
○
 

積
雪
地
兼
用
，
誘
導
板
別
途
 

※
本
体
に
付
属
す
る
ア
ン
カ
ー
ボ
ル
ト
が
，
分
離
可
能
な
「
ボ
ル
ト
後
締
め
」
の
場
合
は
，
本
体
質
量
に
含
ま
な
い
。
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Ⅵ-2-⑥-8

＜
参
考
資
料
＞

 
◆
市
場
単
価
適
用
可
能

 
橋
梁
用
伸
縮
継
手
装
置
一
覧
表

 

製
 
作
 

会
社
名
 

伸
 

縮
 
装
 
置
 

【
 用

  
途

  
関

 
 係

 】
 

【
 
構

造
 
 
 

関
係
 
】
 

摘
 

要
 

歩
車

道
 

区
 
分
 

積
雪

地
 

対
 
応
 

設
 
置
 

方
 
向
 

遊
間

部
 

形
 
状
 

伸 縮 量

非 排 水 構 造

補 強 鉄 筋 重 量

※ 本 体 重 量

本
体
付
属
ｱﾝ
ｶｰ
 

特 殊 型 枠 使 用

分
類
 

形
式
 

本 体 価 格 に 含 む

名
 
 
称
 

型
 

 
番
 

車 道 用

歩 道 用

専 用 型

仕 様 有 り

道 路 縦 断 方 向

道 路 横 断 方 向

直 線 型

歯 型

軽 量 型

普 通 型

ボ ル ト 後 締 め

本 体 溶 接 済 み
（

㎜
）
 

（
㎏
/ｍ

）
 

（
㎏
/1
.8
ｍ
）
 

横 浜 ゴ ム M B ジ ャ パ ン

Ｙ
Ｍ
タ
イ
プ
 

Y
MN
-
1 

○
○

○
○

2
0 

○
4
.9
8 

1
1.
8
8 

○
○

○

Y
M-
1 

○
 

○
○
 

○
5
0 

○
 

5
.1
7 

2
3.
9
4 

○
 

○
○
 

Y
MG
-
20
 

○
 

○
○
 

○
○
 

2
0 

○
 

3
.9
8 

2
0.
1
6 

○
 

○
○
 

Ｙ
Ｈ
Ｔ
タ
イ
プ
 

Y
H
T
-
2
0
,
3
0
 

○
○

○
 

○
○

2
0～

30
 

○
6
.2
4 

6
0
.
1
2
～

6
0
.
8
4
 

○
○

○

Ｙ
Ｈ
Ｔ
－
Ｎ
タ
イ
プ
 

Y
HT
-
50
-N
,7
0
-N
,
90
-
N 

○
 

○
○
 

○
○
 

○
5
0～

90
 

○
 

6
.2
4 

1
0
2
.
6
～

1
5
6
.
6
 

○
 

○
○

 
誘
導
板
別
途
 

Y
HT
-
90
-N
改

 
○
 

○
○
 

○
○
 

○
9
0 

○
 

6
.2
4 

1
5
8
.
4
 

○
 

○
○

 
○

誘
導
板
別
途
 

二
輪

車
転

倒
防

止
構

造
 

Ｙ
Ｆ
Ｓ
タ
イ
プ
 

Y
FS
-
2
0
,
3
0
 

○
○

○
 

○
○

○
2
0～

30
 

○
6
.2
4 

6
6
.
9
6
～

6
7
.
6
8
 

○
○

○
誘
導
板
付
き
 

Ｙ
Ｍ
Ｆ
タ
イ
プ
 

Y
MF
-
20
,2
5,
3
5,
5
0,
6
0 

○
 

○
○
 

○
○
 

○
2
0～

60
 

○
 

6
.2
4 

5
0
.
7
6
～

6
2
.
6
4
 

○
 

○
○
 

誘
導
板
別
途
 

ア オ イ 化 学 工 業

ラ
バ
ト
ッ
プ
ジ
ョ
イ
ン
ト

(車
道
用
) 

G
Y
-
S
2
0
,
S
2
5
,
S
3
5
,
S
5
0
,
S
6
0
 

○
 

○
○
 

2
0～

60
 

○
 

4
.0
 

5
9.
4～

72
.7
 

○
 

○
○
 

ラ
バ
ト
ッ
プ
ジ
ョ
イ
ン
ト

(歩
道
用
) 

G
Y
-
H
2
0
,
H
2
5
,
H
3
5
,
H
5
0
,
H
6
0
 

○
 

○
○
 

2
0～

60
 

○
 

4
.0
 

4
1.
2～

45
.9
 

○
 

○
○
 

ラ
バ
ト
ッ
プ
ジ
ョ
イ
ン
ト

(耐
グ
レ
ー
ダ
ー
用
) 

G
Y
-
G
2
0
,
G
2
5
,
G
3
5
,
G
5
0
,
G
6
0
 

○
 

○
○
 

○
2
0～

60
 

○
 

4
.0
 

6
9.
7～

83
.0
 

○
 

○
○
 

誘
導
板
付
き
 

G
Y-

G
L
2
0
,
G
L
2
5
,
G
L
3
5
 

○
 

○
○
 

○
2
0～

35
 

○
 

4
.0
 

7
6.
1～

82
.6
 

○
 

○
○
 

 
 
〃
 

ラ
バ
ト
ッ
プ
ジ
ョ
イ
ン
ト

G
T 

○
 

○
○

 
○

○
 

4
.0
 

1
4.
8 

○
 

○
○
 

ラ
バ

ト
ッ

プ
ジ

ョ
イ

ン
ト

Z
AK
U 

Z
AK
U
25
 

○
 

○
○

 
○

2
5 

○
 

3
.9
8 

4
9 

○
 

○
○
 

誘
導
板
別
途
 

Z
AK
U
35
 

○
 

○
○

 
○

3
5 

○
 

3
.9
8 

7
0 

○
 

○
○
 

誘
導
板
別
途
 

ク リ エ ー ト

中 川

ウ
ェ
イ
ビ
ー
フ
ッ
ク
ジ
ョ
イ
ン
ト

W･
V
-2
0
,3
0,
50
,
80
,
10
0
,
 

1
25
,
15
0,
17
5
,2
0
0 

○
 

○
○
 

○
2
0～

20
0 

○
8.

0～
12

.5
 

5
1.
0～

15
3.
0 

○
○

○

ウ
ェ
イ
ビ
ー
フ
ッ
ク
リ
ブ
ジ
ョ
イ
ン
ト
 

W･
V･
R-
20

,3
0,

50
,8
0,

10
0,

 

12
5,

15
0,

17
5,

20
0  

○
 

○
○
 

○
2
0～

20
0 

○
8.

0～
12

.5
 

6
5.
0～

16
4.
0 

○
○

○
誘
導
板
付
き
 

※
本
体
に
付
属
す
る
ア
ン
カ
ー
ボ
ル
ト
が
，
分
離
可
能
な
「
ボ
ル
ト
後
締
め
」
の
場
合
は
，
本
体
質
量
に
含
ま
な
い
。
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＜
参
考
資
料
＞

◆
市
場
単
価
適
用
可
能

橋
梁
用
埋
設
型
伸
縮
継
手
装
置
一
覧
表

製
 作

 会
 社

 名
 

伸
 

縮
 
装

 
置
 

名
 
称
 

【
 構

造
 
 
 

関
 
 
 

係
 】

 
摘

要
 

歩
車

道
 

区
 
分
 

設
 
置
 

方
 
向
 

製
品

取
 

付
部

位
 

新
 
設
 

施
工

法
 

伸 縮 量

非 排 水 構 造

補 強 鉄 筋 重 量

材
 
 
料
 
 
区
 
 
分
 

車 道 用

歩 道 用

道 路 縦 断 方 向

道 路 横 断 方 向

舗 装 厚 内 型

床 版 箱 抜 型

先 付

後 付

種
 

類
 

（
合
材
）
 

標
 準

 断
 面

 寸
 法

 

Ｂ
(㎜

) 
Ｈ
(㎜

) 
(㎜

) 
(㎏

/ｍ
) 

ア
オ

イ
化

学
工

業
ラ
バ
ト
ッ
プ
ジ
ョ
イ
ン
ト
埋
設
型
 

○
 

○
○
 

○
○

 
3
0.
0 

○
 

RT
ｺﾝ
ﾊﾟ
ｳﾝ
ﾄﾞ
 

5
00
 

7
5 

ラ
バ
ト
ッ
プ
ジ
ョ
イ
ン
ト

25
0M
J 

○
 

○
○

 
○

○
 

2
0 

○
 

MJ
ｺﾝ
ﾊﾟ
ｳﾝ
ﾄﾞ
 

2
50
 

5
0 

遊
間

50
mm

以
下
 

山
王
 

Ｍ
Ｍ
ジ
ョ
イ
ン
ト
Ｄ
Ｓ
型
 

○
 

○
○

 
○

○
 

○
4
0.
0 

○
 

Ｄ
Ｓ
合
材
 

4
00
 

7
5 

表
層

材
:
表

面
散

布
骨

材
 

東
京

フ
ァ
ブ
リ
ッ
ク

工
業
 

イ
ン
ナ
ー
ジ
ョ
イ
ン
ト
 

○
 

○
○
 

○
○
 

3
0(
±

15
) 

○
 

ﾊ
ﾞ
ｲ
ﾝ
ﾀ
ﾞ
ｰ
樹

脂
5
00
 

7
5 

ヒ
ー

ト
ロ

ッ
ク

工
業

シ
ー
ム
レ
ス
ジ
ョ
イ
ン
ト
Ｓ
Ｊ
-Ｍ

 
○
 

○
○
 

○
○
 

○
5
0.
0 

○
 

5
.4
 

ﾌ
ｧﾙ
ｺ
ﾝ

4
00
(
40
0
) 

1
20
(
40
) 

遊
間

60
mm

超
え
不
可
 

シ
ー
ム
レ
ス
ジ
ョ
イ
ン
ト
Ｓ
Ｊ
-Ｐ

 
○
 

○
○
 

○
○
 

○
3
0.
0 

○
 

5
.4
 

ﾌ
ｧﾙ
ｺ
ﾝ

4
00
(
40
0
) 

4
0(
4
0)
 

遊
間

60
mm

超
え
不
可
 

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

九
州

Ｍ
Ｍ
ジ
ョ
イ
ン
ト
 

○
 

○
○

 
○

○
 

4
0 

○
 

ﾏ
ﾄﾘ
ｸｽ

50
2

5
00
 

5
0 

横
浜
ゴ

ム
M
B
ジ
ャ

パ
ン
 

ソ
ー
マ
ジ
ョ
イ
ン
ト
 

○
 

○
○
 

○
○
 

5
0.
0 

○
 

5
00
 

7
5 

※
１
．
断
面
寸
法
は
，
実
際
の
設
計
に
合
わ
せ
て
決
定
す
る
。

※
２

．
標

準
断

面
寸

法
が

（
 

）
と

な
っ
て

い
る

規
格

に
つ

い
て

は
，

床
板
箱

抜
き

寸
法

を
表

す
。
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コード番号
Ｓ 7 3 1 1（モルタル）
Ｓ 7 3 1 2（透水性）
Ｓ 7 3 1 3（すべり止め）

Ⅵ-2-⑦-3 

２－３ 加算率・補正係数 

(１) 加算率・補正係数の適用基準

表２．２ 加算率・補正係数の適用基準 

規 格・仕 様 適  用  基  準 記号 備考 

加
算
率

施工規模 

標準 Ｓ0 
全体 

数量 
1工事の施工規模が標準より小さい場合は,対象となる

規格・仕様の単価を率で加算する。 

Ｓ1 

Ｓ2 

補
正
係
数

時間的制約を受ける場合 

通常勤務すべき１日の作業時間(所定労働時間)を7時

間以下4時間以上に制限する場合は,対象となる規格・

仕様の単価を係数で補正する。 

Ｋ1 

対象 

数量 

夜間作業 

通常勤務すべき時間(所定労働時間)帯を変更して,作

業時間が夜間(20時～6時)にかかる場合は,対象となる

規格・仕様の単価を係数で補正する。 

Ｋ2 

階段ステップ部（踊り場を含む) 対象となる規格・仕様の単価を係数で補正する。 Ｋ3 

既設アスファルト舗装面の施工 対象となる規格・仕様の単価を係数で補正する。 Ｋ4

コンクリート舗装面の施工 対象となる規格・仕様の単価を係数で補正する。 Ｋ5 

トップコート無しの場合 対象となる規格・仕様の単価を係数で補正する。 Ｋ6 

施工幅員が 0.5ｍ超 

1.0ｍ以下の場合 
対象となる規格・仕様の単価を係数で補正する。 Ｋ7 

施工幅員が 0.5ｍ以下の場合 対象となる規格・仕様の単価を係数で補正する。 Ｋ8 

(２) 加算率・補正係数の数値

表２．３ 加算率・補正係数の数値

区 分 記 号
樹脂モルタル

舗 装 工

景観透水性

舗 装 工

樹脂系すべり

止め舗装工

加

算

率

施工規模

Ｓ0

(50㎡以上) 

0％

(50㎡以上) 

0％

(100㎡以上) 

0％

Ｓ1

(50㎡未満) 

20％

(50㎡未満) 

20％

(100㎡未満) 

20％

補

正

係

数

時間的制約を

受ける場合
Ｋ1 1.05 1.05 1.05

夜間作業 Ｋ2 1.10 1.10 1.10

階段ステップ部 Ｋ3 1.25 － －

既設アスファルト

舗装面の施工
Ｋ4 － － 0.90

コンクリート舗装

面の施工
Ｋ5 － － 1.10

トップコート無し

の場合
Ｋ6 － － 0.90

施工幅員が0.5ｍ超

1.0ｍ以下の場合
Ｋ7 － － 1.20

施工幅員が0.5ｍ

以下の場合
Ｋ8 － － 1.50

(注)１．薄層カラー舗装工の施工規模は、樹脂モルタル舗装工、景観透水性舗装工、樹脂系すべり

止め舗装工それぞれ１工事の全体数量で判定する。

ただし、樹脂系すべり止め舗装工の施工規模は、幅員が狭い場合などにより、一日当たり
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２－３ 加算率・補正係数

(１) 加算率・補正係数の適用基準

表２．２ 加算率・補正係数の適用基準

規 格・仕 様 適 用 基 準 記号 備考

加
算
率

施工規模

標準 Ｓ0
全体

数量
1工事の施工規模が標準より小さい場合は,対象となる

規格・仕様の単価を率で加算する。

Ｓ1

Ｓ2

補
正
係
数

時間的制約を受ける場合

通常勤務すべき１日の作業時間(所定労働時間)を7時

間以下4時間以上に制限する場合は,対象となる規格・

仕様の単価を係数で補正する。

Ｋ1

対象

数量

夜間作業

通常勤務すべき時間(所定労働時間)帯を変更して,作

業時間が夜間(20時～6時)にかかる場合は,対象となる

規格・仕様の単価を係数で補正する。

Ｋ2

階段ステップ部（踊り場を含む) 対象となる規格・仕様の単価を係数で補正する。 Ｋ3

既設アスファルト舗装面の施工 対象となる規格・仕様の単価を係数で補正する。 Ｋ4 

コンクリート舗装面の施工 対象となる規格・仕様の単価を係数で補正する。 Ｋ5

トップコート無しの場合 対象となる規格・仕様の単価を係数で補正する。 Ｋ6

施工幅員が 0.5ｍ超

1.0ｍ以下の場合
対象となる規格・仕様の単価を係数で補正する。 Ｋ7

施工幅員が 0.5ｍ以下の場合 対象となる規格・仕様の単価を係数で補正する。 Ｋ8

(２) 加算率・補正係数の数値

表２．３ 加算率・補正係数の数値 

区 分 記 号 
樹脂モルタル 

舗 装 工 

景観透水性 

舗 装 工 

樹脂系すべり 

止め舗装工 

加

算

率 

施工規模 

Ｓ0 
(50㎡以上) 

0％ 

(50㎡以上) 

0％ 

(100㎡以上) 

0％ 

Ｓ1 
(50㎡未満) 

20％ 

(50㎡未満) 

20％ 

(100㎡未満) 

20％ 

補

正

係

数 

時間的制約を 

受ける場合 
Ｋ1 1.05 1.05 1.05 

夜間作業 Ｋ2 1.10 1.10 1.10 

階段ステップ部 Ｋ3 1.25 － － 

既設アスファルト

舗装面の施工 
Ｋ4 － － 0.90 

コンクリート舗装

面の施工 
Ｋ5 － － 1.10 

トップコート無し

の場合 
Ｋ6 － － 0.90 

施工幅員が0.5ｍ超

1.0ｍ以下の場合 
Ｋ7 － － 1.20 

施工幅員が0.5ｍ 

以下の場合 
Ｋ8 － － 1.50 

(注)１．薄層カラー舗装工の施工規模は、樹脂モルタル舗装工、景観透水性舗装工、樹脂系すべり

止め舗装工それぞれ１工事の全体数量で判定する。 

ただし、樹脂系すべり止め舗装工の施工規模は、幅員が狭い場合などにより、一日当たり 

Ⅵ-2-⑦-4 

の施工量が標準施工規模に満たない場合については、一日当たりの施工数量で施工規模を

判定する。 

２．施工規模加算率（Ｓ1）と時間的制約を受ける場合の補正係数（Ｋ1）が重複する場合は，

施工規模加算率のみ対象とする。 

３．階段ステップ部の補正を行った場合は，施工規模加算率は適用しないが，時間的制約を受

ける場合の補正係数（Ｋ1）は適用可能とする。 

４．既設アスファルト舗装面の施工（Ｋ4）の補正は，既設アスファルト面に薄層カラー舗装

を施工する場合であり，切削オーバーレイや打ち換え等，舗装面が施工直後の場合，補正を

行わない。 

２－４ 直接工事費の算出 

直接工事費＝設計単価（注）×設計数量 

(注)設計単価＝標準の市場単価×(１＋Ｓ0 or Ｓ1／100)×（Ｋ1×Ｋ2×……×Ｋ8) 

３． 適用にあたっての留意事項 

市場単価の適用にあたっては，以下の点に留意すること。 

(１) 共通事項 

１) 各区分の工法は次のとおりとする。

表３．１ 工法の内容 

区 分 目 地 模 様 

樹脂モルタル 

舗装工 

樹脂系材料(エポキシ樹脂)と骨材を使用したモルタルを,コテ仕上げによって路面に敷設

する工法。 

景観透水性 

舗装工 

樹脂系材料(エポキシ樹脂)と骨材(自然石等)を,使用したモルタルを,コテ仕上げによって

路面に敷設する工法。 

樹脂系すべり 

止め舗装工 
樹脂系材料(エポキシ樹脂)を使用し,硬質骨材を路面に接着させる工法。 

２) 下地は標準状態とし，はつり，サンダー掛け，錆落とし及び不陸整正のための下地調整を含まないものと

する。下地調整を必要とする場合は，別途計上する。(下地処理とは，施工面にあるゴミ・泥・ほこりなどを

除去する簡単な作業をいう。）

３) 斜路部の施工は，階段ステップ部の補正を適用しない。

Ⅵ-2-⑦-4 

の施工量が標準施工規模に満たない場合については、一日当たりの施工数量で施工規模を

判定する。

２．施工規模加算率（Ｓ1）と時間的制約を受ける場合の補正係数（Ｋ1）が重複する場合は，

施工規模加算率のみ対象とする。 

３．階段ステップ部の補正を行った場合は，施工規模加算率は適用しないが，時間的制約を受

ける場合の補正係数（Ｋ1）は適用可能とする。 

４．既設アスファルト舗装面の施工（Ｋ4）の補正は，既設アスファルト面に薄層カラー舗装

を施工する場合であり，切削オーバーレイや打ち換え等，舗装面が施工直後の場合，補正を

行わない。 

２－４ 直接工事費の算出

直接工事費＝設計単価（注）×設計数量

(注)設計単価＝標準の市場単価×(１＋Ｓ0 or Ｓ1／100)×（Ｋ1×Ｋ2×……×Ｋ8) 

３． 適用にあたっての留意事項

市場単価の適用にあたっては，以下の点に留意すること。

(１) 共通事項

１) 各区分の工法は次のとおりとする。

表３．１ 工法の内容

区 分 目 地 模 様

樹脂モルタル

舗装工

樹脂系材料(エポキシ樹脂)と骨材を使用したモルタルを,コテ仕上げによって路面に敷設

する工法。

景観透水性

舗装工

樹脂系材料(エポキシ樹脂)と骨材(自然石等)を,使用したモルタルを,コテ仕上げによって

路面に敷設する工法。

樹脂系すべり

止め舗装工
樹脂系材料(エポキシ樹脂)を使用し,硬質骨材を路面に接着させる工法。

２) 下地は標準状態とし，はつり，サンダー掛け，錆落とし及び不陸整正のための下地調整を含まないものと

する。下地調整を必要とする場合は，別途計上する。(下地処理とは，施工面にあるゴミ・泥・ほこりなどを

除去する簡単な作業をいう。）

３) 斜路部の施工は，階段ステップ部の補正を適用しない。
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の施工量が標準施工規模に満たない場合については、一日当たりの施工数量で施工規模を

判定する。

２．施工規模加算率（Ｓ1）と時間的制約を受ける場合の補正係数（Ｋ1）が重複する場合は，

施工規模加算率のみ対象とする。

３．階段ステップ部の補正を行った場合は，施工規模加算率は適用しないが，時間的制約を受

ける場合の補正係数（Ｋ1）は適用可能とする。

４．既設アスファルト舗装面の施工（Ｋ4）の補正は，既設アスファルト面に薄層カラー舗装

を施工する場合であり，切削オーバーレイや打ち換え等，舗装面が施工直後の場合，補正を

行わない。

２－４ 直接工事費の算出

直接工事費＝設計単価（注）×設計数量

(注)設計単価＝標準の市場単価×(１＋Ｓ0 or Ｓ1／100)×（Ｋ1×Ｋ2×……×Ｋ8) 

３． 適用にあたっての留意事項

市場単価の適用にあたっては，以下の点に留意すること。

(１) 共通事項

１) 各区分の工法は次のとおりとする。

表３．１ 工法の内容

区 分 目 地 模 様

樹脂モルタル

舗装工

樹脂系材料(エポキシ樹脂)と骨材を使用したモルタルを,コテ仕上げによって路面に敷設

する工法。

景観透水性

舗装工

樹脂系材料(エポキシ樹脂)と骨材(自然石等)を,使用したモルタルを,コテ仕上げによって

路面に敷設する工法。

樹脂系すべり

止め舗装工
樹脂系材料(エポキシ樹脂)を使用し,硬質骨材を路面に接着させる工法。

２) 下地は標準状態とし，はつり，サンダー掛け，錆落とし及び不陸整正のための下地調整を含まないものと

する。下地調整を必要とする場合は，別途計上する。(下地処理とは，施工面にあるゴミ・泥・ほこりなどを

除去する簡単な作業をいう。）

３) 斜路部の施工は，階段ステップ部の補正を適用しない。
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(２) 樹脂系すべり止め舗装工

１) 規格・仕様の内容は，次のとおりとする。

表３．２ 規格・仕様の内容 

区分 規格・仕様 施 工 面 内 容 
トップコート 

の 有 無  
仕上げ区分 備 考 

樹

脂

系

す

べ

り

止

め

舗

装

工

ＲＰＮ-101 車道 密粒アスファルト面(新設) 黒 無 全面施工 

ＲＰＮ-102 車道 排水性アスファルト面(新設) 黒 無 全面施工 排水機能なし 

ＲＰＮ-103 車道 密粒アスファルト面(新設) 黒 無 ゼブラ施工 

ＲＰＮ-104 車道 排水性アスファルト面(新設) 黒 無 ゼブラ施工 排水機能なし 

ＲＰＮ-201 車道 密粒アスファルト面(新設) 
炭化珪素

質(ｷﾗｷﾗ) 
無 全面施工 ｶﾗｰｷﾗｷﾗを含む

ＲＰＮ-202 車道 排水性アスファルト面(新設) 
炭化珪素

質(ｷﾗｷﾗ) 
無 全面施工 

ｶﾗｰｷﾗｷﾗを含む

排水機能なし 

ＲＰＮ-203 車道 密粒アスファルト面(新設) 
炭化珪素

質(ｷﾗｷﾗ) 
無 ゼブラ施工 ｶﾗｰｷﾗｷﾗを含む

ＲＰＮ-204 車道 排水性アスファルト面(新設) 
炭化珪素

質(ｷﾗｷﾗ) 
無 ゼブラ施工 

ｶﾗｰｷﾗｷﾗを含む

排水機能なし 

ＲＰＮ-301 車道 密粒アスファルト面(新設) ｶﾗｰﾄｯﾌﾟ 有 全面施工 

ＲＰＮ-302 車道 排水性アスファルト面(新設) ｶﾗｰﾄｯﾌﾟ 有 全面施工 排水機能なし 

ＲＰＮ-303 車道 密粒アスファルト面(新設) ｶﾗｰﾄｯﾌﾟ 有 ゼブラ施工 

ＲＰＮ-304 車道 排水性アスファルト面(新設) ｶﾗｰﾄｯﾌﾟ 有 ゼブラ施工 排水機能なし 

ＲＰＮ-401 
車道， 

ＥＴＣ 
密粒アスファルト面(新設) ｶﾗｰﾄｯﾌﾟ 有 Ｗゼブラ 

ＲＰＮ-402 
車道， 

ＥＴＣ 
排水性アスファルト面(新設) ｶﾗｰﾄｯﾌﾟ 有 Ｗゼブラ 排水機能なし 

ＲＰＮ-501 
歩道， 

自転車道 
密粒アスファルト面(新設) ｶﾗｰﾄｯﾌﾟ 有 全面施工 

ＲＰＮ-502 
歩道， 

自転車道 
透水性アスファルト面(新設) ｶﾗｰﾄｯﾌﾟ 有 全面施工 透水機能なし 

ＲＰＮ-601 車道 排水性アスファルト面(新設) 
排水性 

ニート
有 全面施工 排水機能あり 

ＲＰＮ-602 車道 排水性アスファルト面(新設) 
排水性 

ニート
有 ゼブラ施工 排水機能あり 

(３) 随意契約による調整を行う場合の取扱いは，現工事の施工規模を考慮せず，単独工事として数量を判定する。



② 980② 980 Ⅵ−2−⑧−1 ② 980② 980 Ⅵ−2−⑧−1



② 981② 981 Ⅵ−2−⑧−2 ② 981② 981 Ⅵ−2−⑧−2

×



② 982② 982 Ⅵ−2−⑧−3 ②  982②  982 Ⅵ−2−⑧−3

コード番号 Ｓ 7 0 3 1

コード番号 Ｓ 7 0 3 1

②  982②  982 Ⅵ−2−⑧−3

コード番号 Ｓ 7 0 3 1

コード番号 Ｓ 7 0 3 1

②  982②  982 Ⅵ−2−⑧−3

コード番号 Ｓ 7 0 3 1

コード番号 Ｓ 7 0 3 1

②  982②  982 Ⅵ−2−⑧−3

コード番号 Ｓ 7 0 3 1

コード番号 Ｓ 7 0 3 1

② 982② 982 Ⅵ−2−⑧−3

コード番号 Ｓ 7 0 3 1

コード番号 Ｓ 7 0 3 1



② 983② 983 Ⅵ−2−⑧−4 ② 983② 983 Ⅵ−2−⑧−4

※S7032で加算額（アンカーボルトの材料価格），銘板（道路標識用）の材料費を計上できる。

※S7033で加算額（アンカーボルトの材料価格），銘板（道路標識用）の材料費を計上できる。

コード番号 Ｓ 7 0 3 2

コード番号 Ｓ 7 0 3 3

コード番号 Ｓ 7 0 2 4

コード番号 Ｓ 7 0 2 2

コード番号 Ｓ 7 0 2 1

コード番号 Ｓ 7 0 3 0

コード番号 Ｓ 7 0 2 3
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表２．３ 標識柱設置（片持式）

区 分 規 格 ・ 仕 様 単 位

標識柱 

設 置 

片持式 

≪材料費≫ 各種 アンカーボルト含まず ㎏ 

≪設置手間≫

基礎別途計上
１基当りの総質量 

400 ㎏未満 基

400 ㎏以上 基

表２．４ 標識柱設置（門型式）

区 分 規 格 ・ 仕 様 単 位

標識柱 

設 置 

門型式 

≪材料費≫ 各種 アンカーボルト含まず ㎏ 

≪設置手間≫

基礎別途計上
１スパンの長さ 

10ｍ未満 基

10ｍ以上 20ｍ未満 基

20ｍ以上 基

表２．５ 標識基礎設置（片持式・門型式） 

区 分 規 格 ・ 仕 様 単 位

標  識

基礎設置 

≪材工共≫ 

コンクリート基礎

アンカーボルトの

材料費は別途計上

標識柱１基当りの 

基礎コンクリート容量

4.0 ㎥未満 ㎥

4.0 ㎥以上 6.0 ㎥未満 ㎥

6.0 ㎥以上 ㎥

表２．６ 標識板設置（案内標識・新設・［路線番号除く］）

区 分 規 格 ・ 仕 様 単 位

標識板設置 

(案内標識)

≪材工共≫ 

路線番号は除く

路側式 

片持式 

門型式 

添架式 

取付金具（クラン

プ型ブラケット

を除く）を含む 

新設

広角プリズム １
枚
当
り
の
面
積

2.0 ㎡未満 ㎡

2.0 ㎡以上 ㎡

カプセルプリズム・

カプセルレンズ 

2.0 ㎡未満 ㎡

2.0 ㎡以上 ㎡

封入プリズム・

封入レンズ 

2.0 ㎡未満 ㎡

2.0 ㎡以上 ㎡

表２．７ 標識板設置（案内標識・移設・［路線番号除く］）

区 分 規 格 ・ 仕 様 単 位 

標識板設置 

(案内標識)

路線番号は除く

路側式 

片持式 

門型式 

添架式 

移設 １枚当りの面積 

2.0 ㎡未満 ㎡

2.0 ㎡以上 ㎡

表２．８ 標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）

区 分 規 格 ・ 仕 様 単 位

標識板設置 

（警戒・規制・指示・

路線番号標識） 

≪設置手間≫ 

材料費は別途計上 
警戒・規制・指示・路線番号標識 基 

表２．９ 添架式標識板取付金具設置 

区 分 規 格 ・ 仕 様 単 位

添架式標識板 

取付金具設置 

《材 工 共》 
信号アーム部に取付け 基

照明柱・既設標識柱に取付け 基

《設置手間》 歩道橋に取付け(添架式取付金具材料費は別途計上) 基

(注) 設置する取付金具の基数は，標識板１枚当りの取付金具一式を１基として計上する。 

取付金具の数量については，３．適用にあたっての留意事項（３），（５）を参照。



②  984② 984 Ⅵ−2−⑧−5 ②  984② 984 Ⅵ−2−⑧−5

コード番号 Ｓ 7 0 3 4

コード番号 Ｓ 7 0 2 9

コード番号 Ｓ 7 0 3 5（片持）
Ｓ 7 0 3 6（門型）

コード番号 Ｓ 7 0 2 8

コード番号 Ｓ 7 0 2 6（案内標識）
Ｓ 7 0 2 7（案内以外）



② 985② 985 Ⅵ−2−⑧−6 ② 985② 985 Ⅵ−2−⑧−6



② 986② 986 Ⅵ−2−⑧−7 ② 986② 986 Ⅵ−2−⑧−7



② 987② 987 Ⅵ−2−⑧−8 ② 987② 987 Ⅵ−2−⑧−8

４



② 988② 988 Ⅵ−2−⑨−1 ② 988② 988 Ⅵ−2−⑨−1



② 989② 989 Ⅵ−2−⑨−2 ② 989② 989 Ⅵ−2−⑨−2

２．※については，コード番号S7081において加算することができる。



② 990② 990 Ⅵ−2−⑨−3 ② 990② 990 Ⅵ−2−⑨−3

２．※については，コード番号S7081において加算することができる。



② 991② 991 Ⅵ−2−⑨−4 ② 991② 991 Ⅵ−2−⑨−4

コード番号 Ｓ 7 0 8 0



② 992② 992 Ⅵ−2−⑨−5 ② 992② 992 Ⅵ−2−⑨−5

コード番号 Ｓ 7 0 8 0

コード番号 Ｓ 7 0 8 1

コード番号 Ｓ 7 0 8 1

コード番号 Ｓ 7 0 8 1

コード番号 Ｓ 7 0 8 1



② 993② 993 Ⅵ−2−⑨−6 ② 993② 993 Ⅵ−2−⑨−6

コード番号 Ｓ 7 0 8 0（視線誘導）
Ｓ 7 0 8 1（上記以外）



② 994② 994 Ⅵ−2−⑨−7 ② 994② 994 Ⅵ−2−⑨−7



② 995② 995 Ⅵ−2−⑨−8 ② 995② 995 Ⅵ−2−⑨−8



② 996② 996 Ⅵ−2−⑩−1 ② 996② 996 Ⅵ−2−⑩−1

（注）樹木及び土壌改良材の材料費については別途計上すること。

（注）地被類及び土壌改良材の材料費については別途計上すること。



② 997② 997 Ⅵ−2−⑩−2 ② 997② 997 Ⅵ−2−⑩−2

コード番号 Ｓ 7 1 3 3（低木）
Ｓ 7 1 3 4（中木）

コード番号 Ｓ 7 1 3 5（下記以外）
Ｓ 7 1 3 6（布掛・生垣形）

コード番号 Ｓ 7 1 3 2



② 998② 998 Ⅵ−2−⑩−3 ② 998② 998 Ⅵ−2−⑩−3

（樹木，地被類，支柱，土壌改良材等）＋労務費＋機械経費）×0.5％



② 999② 999 Ⅵ−2−⑩−4 ② 999② 999 Ⅵ−2−⑩−4



② 1000② 1000 Ⅵ−2−⑪−1 ② 1000② 1000 Ⅵ−2−⑪−1



② 1001② 1001 Ⅵ−2−⑪−2 ② 1001② 1001 Ⅵ−2−⑪−2

コード番号 Ｓ 7 1 2 0



② 1002② 1002 Ⅵ−2−⑪−3 ② 1002② 1002 Ⅵ−2−⑪−3



② 1003② 1003 Ⅵ−2−⑪−4 ② 1003② 1003 Ⅵ−2−⑪−4

４



② 1004② 1004 Ⅵ−2−⑫−1 ② 1004② 1004 Ⅵ−2−⑫−1



② 1005② 1005 Ⅵ−2−⑫−2 ② 1005② 1005 Ⅵ−2−⑫−2

コード番号 Ｓ 7 1 6 0



② 1006② 1006 Ⅵ−2−⑫−3 ② 1006② 1006 Ⅵ−2−⑫−3



② 1007② 1007 Ⅵ−2−⑫−4 ② 1007② 1007 Ⅵ−2−⑫−4



② 1008② 1008 Ⅵ−2−⑬−1 ② 1008② 1008 Ⅵ−2−⑬−1

コード番号 Ｓ 7 2 0 5



② 1009② 1009 Ⅵ−2−⑬−2 ② 1009② 1009 Ⅵ−2−⑬−2



② 1010② 1010 Ⅵ−2−⑭−1 ② 1010② 1010 Ⅵ−2−⑭−1

３．



② 1011② 1011 Ⅵ−2−⑭−2 ② 1011② 1011 Ⅵ−2−⑭−2

〇

〇 〇

コード番号 Ｓ 7 2 0 0



② 1012② 1012 Ⅵ−2−⑭−3 ② 1012② 1012 Ⅵ−2−⑭−3

コード番号 Ｓ 7 2 0 1

コード番号 Ｓ 7 2 0 2



② 1013② 1013 Ⅵ−2−⑭−4 ② 1013② 1013 Ⅵ−2−⑭−4



② 1014② 1014 Ⅵ−2−⑭−5 ② 1014② 1014 Ⅵ−2−⑭−5



② 1015② 1015 Ⅵ−2−⑮−1 ② 1015② 1015 Ⅵ−2−⑮−1

コード番号 Ｓ 7 2 1 0



② 1016② 1016 Ⅵ−2−⑮−2 ② 1016② 1016 Ⅵ−2−⑮−2



② 1017② 1017 Ⅵ－2－①－ ② 1017② 1017

土木工事標準積算基準
〔Ⅱ〕
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② 1018② 1018 Ⅵ−2−①− ② 1018② 1018




